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３－２－３ 基本設計図 

 

 

表3-44 図面リスト 

 

キシイ県病院 

 施設名称 図面内訳 縮尺 ページ 

1 外来診療棟 配置図 1/600 137 

2  １階平面図 1/300 139 

3  ２階平面図 1/300 141 

4  屋根伏図 1/300 143 

5  立面図 1/300 145 

6  断面図 1/300 147 

 

 

ケリチョー県病院 

 施設名称 図面内訳 縮尺 ページ 

1 救急診療棟 配置図 1/600 149 

2  平面・屋根伏図・立面・断面図 1/300 151 
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３－２－４ 施工計画／調達計画 

 

３－２－４－１ 施工方針／調達方針 

 

（1） 事業実施体制 

本プロジェクトは、日本国政府の閣議決定を経て、ケニア国との間で本プロジェクトに

係る交換公文（E/N）が締結された後、日本国政府の無償資金協力制度に従って実施され

る。 

本件実施に係るケニア国側責任機関は保健省であり、実施機関はキシイ県病院とケリチ

ョー県病院である。ケニア国側の契約当事者は保健省であり、本プロジェクトに関するコ

ンサルタント契約及び建設／機材契約を締結するとともに、本プロジェクトに関連するケ

ニア国側負担工事を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-36 事業実施体制図 

 

 

 

1） プロジェクト推進のための委員会の設立 

本件を円滑に推進するため、責任機関である保健省を中心にプロジェクト運営委員会

を、実施機関である両県病院を中心に技術検討委員会を設立することが確認された。各

委員会のメンバー並びに主たる役割等は次のとおりである。 
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プロジェクト運営委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-37 プロジェクト運営委員会組織図 
 
 
プロジェクト運営委員会のメンバー構成（予定）は以下の通りである。 
 

委員長 ：  医療サービス局副局長、保健省 
委員 ： 医療機材部、保健省 

政策開発局、保健省 
財務局長、保健省 
ニャンザ州保健局長 
キシイ県保健局長 
キシイ県病院長 
リフトバレー州保健局長 
ケリチョー県保健局長 
ケリチョー県病院長 
キシイ県公共事務所 
ケリチョー県公共事務所 

プロジェクト運営委員会の主たる機能 
- 入札業務、契約書他への署名等を含むプロジェクトの実施 
- 免税、及び必要な許可の取得 
- プロジェクト実施に必要な人材の確保、任命（費用含む） 
- プロジェクトを円滑に進めるために必要なその他必要な措置 

 

 

担当部局 

ナイロビ 

プロジェクト運営委員会

保健省 (MOH) 

保健大臣 

(責任機関) 

(実施機関) 

医療訓練学校、キシイ 

事務次官 

政策開発局 

医療サービス 

キシイ県病院 

キシイ県保健局 
医療機材部 

その他 

(実施機関) 

ケリチョー県病院 

ケリチョー県保健局 

キシイ県 
医療対象人口：300 万人 

ケリチョー県 
医療対象人口：200 万人 

教育病院 

ケニア西部地域 

技術協力 
(Japanese Technical Cooperation) 

Save Mothers in Kisii & Kericho 
健康予防ｻｰﾋﾞｽ 

ニャンザ州保健局 

リフトバレー州保健局 
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技術検討委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-38 技術検討委員会組織図 

 

技術検討委員会は、病院長を委員長として上図に示す構成員で構成される。 

 

技術検討委員会の主要機能は以下の通りである。 
- プロジェクトに関連した建築、機械設備、電気設備等に関する協議、提案 
- プロジェクトに関連したインフラストラクチャー（市水道、下水道、電気

供給等）に関する協議、提案 
- プロジェクトに関連した医療機材に関する協議、提案 
- 建築確認申請、及びその他必要な許認可の取得 
- プロジェクトを円滑に進めるために必要なその他必要な措置 

 
 

リフトバレー州 
保健運営委員会 

 
ニャンザ州 

保健運営委員会 

キシイ県保健局 ケリチョー県保健局 

ケリチョー県病院 

保健省 
事務次官 

ナイロビ

ケニア西部地域

保健センター

診療所 

ケリチョー県病院運営チーム 

ケリチョー

キシイ県病院 

キシイ県 
保健運営委員会

保健センター

キシイ県病院運営チーム 

ニャンザ州保健局 
  
 

リフトバレー州保健局 
 

ニャンザ州 リフトバレー州

（建設に関する 
  技術的支援） 

公共事業省 
キシイ県事務所 

（建設に関する 
  技術的支援） 

公共事業省 
ケリチョー県事務所 

キシイ県 
保健運営チーム 

ケリチョー県 
保健運営委員会 ケリチョー県 

保健運営チーム 

キシイ

診療所 

ニャンザ州 
保健運営チーム 

リフトバレー州 
保健運営チーム 

ケリチョー県病院 
運営委員会 

技術検討委員会 

ﾚﾍﾞﾙ ４ 
（病院ﾚﾍﾞﾙ） 

技術検討委員会 

ﾚﾍﾞﾙ ３ 
(病院ﾚﾍﾞﾙ) 

キシイ県病院 
運営委員会 

委員長 : 院長 
メンバー :  医師／専門医 

 看護師 
 薬剤師 
 検査技師 
 事務長 
 維持管理技師 
 その他          

委員長 : 院長 
メンバー :  医師／専門医 

 看護師 
 薬剤師 
 検査技師 
 事務長 
 維持管理技師 
 その他        
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2） 免税措置 

無償資金協力事業は免税が原則である。本計画に関連する日本法人、日本人、建設資

材、機材等に対して課せられる各種税金について免税されるように、保健省が関係機関

に対して必要な措置を講じることで合意されている。ケニア国で課される税金の免除手

続きは、2002 年までの返還方式から下図のように事前申請による免税方式に変更されて

いる。 

 

免税方法（輸入品の場合） 免税方法（国内調達の場合） 

関税 免除  付加価値税 免除 

付加価値税 免除    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-39 免税措置概略 

 

 

財務省 
次官 

(承認) 

関税及び物品税局 
副局長 

モンバサ港 / 空港 
(免税決済) 

免税書発行
のための書
類回覧 

 
港/空港での通

関手続きのため 

財務省 
次官 

(承認) 

免税書（写し）の転送
 

免税書（本証）の転送 

免税書（本証）の転送
免税書（本証）の交付 

関税及び物品税局 

局長 
(承認) 

建設業者 
免税手続きを依頼 

材料納入業者 
仮請求書 

材料納入業者 
積荷書類 

請求書、梱包明細書、航空貨物運送状 

または船荷証券 

保健省 
次官 

(承認) 

免税書（写し）の転送

 

免税書（写し）の転送

 

免税書（写し）の転送

 

建設業者 
免税手続きを依頼 

保健省 
次官 

(承認) 

免税書（写し）の配布

材料納入業者 
免除の登録 

付加価値税局 

局長 
(承認) 
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（2） コンサルタント 

交換公文が締結された後、保健省は日本国法人コンサルタント会社との間で、詳細設計

及び施工監理に係わるコンサルタント契約を締結する。コンサルタント契約書は日本国政

府から認証を得た上で発効される。本プロジェクトを円滑に実施するためには、交換公文

締結後速やかにコンサルタント契約を行う事が重要である。コンサルタントは契約締結後、

保健省と協議の上、本基本設計調査報告書に基づいて入札図書（詳細設計図・仕様書等）

を作成し、前述の承認手続きに従って、ケニア国側の内容確認を取得する必要がある。こ

の入札図書内容に従って、入札業務及び施工監理業務が実施される。 

 

（3） 建設工事／機材調達の発注方式 

本協力対象事業に係る工事は、施設の施工を行う建設工事と医療機材の調達・据付・試

運転を行う機材調達からなる。各工事の発注先は、一定の資格要件を有する日本国法人に

限定され、入札資格制限付一般競争入札によって請負業者が選定される。 

保健省は、入札により選定された建設工事及び機材調達業者とそれぞれ請負契約を締結

し、日本国政府から契約書の認証を受ける。この後、建設工事／機材調達業者は速やかに

それぞれの工事に着手し、工事契約書に基づいた工事を遂行する。 

 

（4） 現地コンサルタントの活用 

工事監理については、現地工法を活用した工事が行なわれるため、日本人の常駐監理者

以外に現地の建築技術者を活用する。また、本協力対象事業は医療施設であり、機械設備・

電気設備の工事比率が一般の建物より高く、清浄度が要求される建物でもあるので設備技

術者も活用する。 

 

（5） 現地建築技術者の活用と日本の専門技術者派遣 

ケニア国の建設業者の規模は、大手と言われている建設会社は 100 社程度あり、その会

社規模を公的に示すデータはほとんど公表されていない。 

大規模な建設と言われるものは、民間工事案件である。一般的に工事実績は建築工事が、

道路、橋などの土木工事の比率より高い。同国の建設工事会社の中に、日系企業はないが、

我が国の ODA 関連の建築工事を下請業者として手がけている会社は複数ある。日本国法人

の建築請負業者は、日本人技術者の下に現地の建築技術者を雇用して、工程・品質・安全

管理面を中心とした内容チェックや技術指導を木目細かく行う必要がある。 

本協力対象事業は、ケニア国にとって最新の医療施設であり、手術室や検査室などでは、

比較的高度な品質管理の求められる工事が含まれている。従って、その分野に関しては経

験豊かな日本人専門技術者による技術指導、施工管理が不可欠である。特に、医療機材な

どの特殊な分野においては、日本などから専門技術者の派遣を計画する。 
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３－２－４－２ 施工上／調達上の留意事項 

 

（1） 仮設計画 

本協力対象事業のキシイ県病院及びケリチョー県病院の建設予定地は、両病院どちらも

既存施設構内の増改築工事である。建設場所はキシイ県病院は南東道路側に、ケリチョー

県病院は北東道路側に面し、比較的資機材の搬入は容易であるが、来院する患者や見舞い

客の安全には万全を期する必要がある。建築工事現場に設置する仮囲いは、第三者への障

害事故等の防止、警備･保安上の安全確保などを考慮して、波板亜鉛鉄板を使用し敷地境

界側は仮囲いの上に鉄条網を設置する。敷地内の建設予定地直近に仮設事務所、下小屋、

資材置場、加工場などを設置する。 

 

（2） 資材調達 

キシイ市内には金属製品を取り扱う商店で、小規模のセメント、メッシュ、ナイロビス

トーンなどの建築材料が販売されている。ケリチョー市内では取り扱う商店は見受けられ

ない。このような状況から、本件工事に必要な建設資機材のほとんどは首都ナイロビ市で

調達し、内陸輸送によってキシイ市内やケリチョー市内の建設現場へ搬入することになる。 

なお、ナイロビ市内には輸入品の代理店や建材店が集まっており、調達は比較的容易で

ある。これらの建設資材のほとんどは、南アフリカなどの近隣諸国、トルコ、ヨーロッパ、

東南アジア産であるが、恒常的にケニア国内市場に出回っている。 

本計画施設工事における日本国産の資機材調達については、輸送距離が非常に長くなる

ことから、コスト面や工程管理及び維持管理面でも不利となるので、特殊な病院設備など

のような建設資機材のみを日本から調達する。 

 

（3） 特殊工法 

コンクリートに関しては、ケニア国内に生コン業者がなく、一部の建設業者が自らのプ

ラントを持っているだけで、建設サイトでの回転ミキサーによる現場練が一般的である。

打設方法は、規模によりバケツリレー方式やカート、またはクレーンによるバケット打ち

がある。一日に打設できるコンクリート量は限定されるので、工程計画には余裕を持たせ

ることが必要である。 

ケニア国では躯体コンクリートの打設方法として、梁下までの柱を打設した後に、梁と

スラブを打設する２段打ち工法が一般的に行われている。現地業者はこの工法に熟練して

おり、日本で一般的な柱・梁スラブ一体打ち工法は不慣れであることから、本協力対象事

業では２段打ち工法を採用する。 

モルタル塗は、投げ付け工法ともいわれるものが一般的である。富調合のモルタルをコ

テで壁面に投げつけコテで押さえて均すもので、クラック防止にも有効な工法といわれて

いる。蟻対策としては、根切り後床付け面に防蟻処理を施している。 
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（4） 機材調達 

医療機材の中には、手術灯を天井部に据付けるためのアンカーボルトの設置工事、高圧

蒸気滅菌器に必要な給排水設備工事など、建築工事との取り合いの発生するものがあり、

コンサルタントは施工業者間の調整、指示を行う必要が生ずる。 

機材の設置工事は対象病院の活動を妨げないように行うことが求められる。本計画では

既存機材の移設が含まされており、円滑な実施のために病院との間で移設の工程・方法に

ついて協議し調整を行う必要がある。また、ケリチョー県病院の手術室の機材設置につい

ては、手術室の改修工事を先に病院側に完成してもらい、その後に日本側による機材設置

工事が行えるに計画する。なお、ケニア側でその間の代替手術室を確保すための関連工事

の実施が必要である。 
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３－２－４－３ 施工区分/調達・据付区分 

 

本協力対象事業を円滑に遂行するために、日本国側とケニア国側との工事負担区分を明確に

する。その内容は以下のとおりである。 

キシイ県病院 

表3-45 工事負担区分（キシイ県病院） 

日本側負担工事 ケニア側負担工事 

 敷地の確保 

 建築確認申請と承認 

 敷地の整地、既存施設等の撤去 
1) 敷地内構造物撤去 
2) 敷地内既存施設撤去 
3) 敷地内を通過する既存の電源ケーブルの撤去・盛替
4) 敷地内を通過する既存の電話ケーブルの撤去・盛替
5) 敷地内を通過する既存の給水管の撤去・盛替 
6) 敷地内を通過する既存の排水管の撤去・盛替 

 敷地周囲の門と塀の建設 

 駐車場の建設  
1)  敷地外の駐車場 

道路の建設 
1)  敷地内の道路 

道路の建設 
1)  敷地外の道路 

敷地内の外構工事 
1)  外周、中庭の植栽、外灯、雨水排水側溝 

敷地内の外構工事 
1)  ランドスケープと植栽(中庭を除く) 

建物の建設  
1)  建築工事 

作り付け家具や病室の医療用カーテンを含む 
2)  電気設備工事 
    電力供給設備、照明・コンセント設備、避雷・接地

設備、電話設備、放送設備、インターホン設備、自
動火災報知設備、テレビ共聴設備、PC ネットワーク
用配管設備 

3)  機械設備工事 
    給水設備、排水設備、給湯設備、衛生器具設備、消

火設備、空調設備 、換気設備 
4)  特殊設備 
    非常用発電機設備、医療ガス設備、浄水処理設備、

特殊医療排水処理設備、焼却炉 

 

電気、電話、給水、排水、その他の供給施設 電気、電話、給水、排水、その他の供給施設 
1) 電気 

a. 敷地内の配線工事 
b. 主遮断器と高圧トランス(既設容量含む) 
c. マンホール、ハンドホールを含む敷地境界から

主遮断器までの引込み用配管 
d. 既設主配電盤までの低圧配線 

1)  電気 
a. 建物の主遮断器までの高圧線引込み線 
b. 将来計画用トランス 
c. 既設建物内外の変更工事。 
d. 焼却炉電源供給工事 

 
2) 給水 

a. 敷地内の供給設備：受水槽（既設容量含む）、給
水塔、新設建物への給水 

b. 既設建物用高架水槽までの給水配管設備 

2) 給水 
a. 敷地までの市水引込み 
b. 既設建物内外の変更工事 
c. 焼却炉給水供給工事 

3) 排水 
a. 敷地内の排水設備 

3) 排水 
a.  敷地外の排水設備 
b.  既設建物内外の変更工事 

4) 電話 
a. 敷地内の新設建物への配線。 
b. 新設施設から既設建物 MDE(PABX)まで新設用配

線 

4) 電話 
a.  既設建物の MDF（PABX）までの外線引込み線 
b.  既設建物内外の変更工事 

5) 家具と機材 
a.  カーテンレール 
b.  業務用（医療用）家具、固定家具 
c.  医療機材の供給と設置 

5) 家具と機材 
a.  カーテン、ブラインド 
b.  一般家具 
c.  既存機材の移設と設置 
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ケリチョー県病院 

表3-46 工事負担区分（ケリチョー県病院） 

日本側負担工事 ケニア側負担工事 

 敷地の確保 

 建築確認申請と承認 

 敷地の整地、既存施設等の撤去 

1) 敷地内構造物撤去 

2) 敷地内既存施設撤去 

3) 敷地内を通過する既存の電源ケーブルの撤去・盛替

4) 敷地内を通過する既存の電話ケーブルの撤去・盛替

5) 敷地内を通過する既存の給水管の撤去・盛替 

6) 敷地内を通過する既存の排水管の撤去・盛替 

 敷地周囲の門と塀の建設 

 駐車場の建設  

1)  敷地外の駐車場 

道路の建設 

1)  敷地内の道路 

道路の建設 

1)  敷地外の道路 

敷地内の外構工事 

1)  外周、中庭の植栽、外灯、雨水排水側溝 

敷地内の外構工事 

1)  ランドスケープと植栽(中庭を除く) 

建物の建設  

1)  建築工事 

作り付け家具や病室の医療用カーテンを含む 

2)  電気設備工事 

    電力供給設備、照明・コンセント設備、避雷・接地

設備、電話設備、放送設備、インターホン設備、自

動火災報知設備、テレビ共聴設備、PC ネットワーク

用配管設備 

3)  機械設備工事 

    給水設備、排水設備、給湯設備、衛生器具設備、消

火設備、空調設備 、換気設備 

4)  特殊設備 

    非常用発電機設備、医療ガス設備、特殊医療排水処

理設備 

 

電気、電話、給水、排水、その他の供給施設 電気、電話、給水、排水、その他の供給施設 

1) 電気 

a. 敷地内の配線工事 

b. 主遮断器設置 

c. マンホール、ハンドホールを含む敷地境界から

主遮断器までの引込み用配管 

d. 既設主配電盤までの低圧配線。 

1)  電気 

a. 建物の主遮断器までの新しい低圧引込み線 

b. 既設ケニア電力（KPLC）の高圧トランスの増強

（200KVA を 300KVA に変更等）、また新築され

る Walter Reed 建物との電源引き込み・KPLC

トランス容量等調整業務 

c. 既設建物内外の変更工事 

2) 給水 

a. 敷地内の供給設備：受水槽（新設容量のみ）、

給水塔、新設建物への給水 

2)  給水 

a.  敷地までの市水引込み 

b.  既設建物内外の変更工事 

3) 排水 

a. 敷地内の排水設備 

3)  排水 

a.  敷地外の排水設備 

b.  既設建物内外の変更工事 

4) 電話 

a. 敷地内の新設建物の配線。 

b. 新設施設から既設建物 MDE(PABX)まで新設用配

線 

4)  電話 

a.  既設建物の MDF（PABX）までの外線引込み線 

b.  既設建物内外の変更工事 

5) 家具と機材 

a.  カーテンレール 

b.  業務用（医療用）家具、固定家具 

c.  医療機材の供給と設置 

5)  家具と機材 

a.  カーテン、ブラインド 

b.  一般家具 

c.  既存機材の移設と設置 
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なお、本計画を円滑に推進するのに重要な点は、建築、電気・機械設備の各種建築工事と機

材据付工事との工程管理である。両工事関係者は、医療機材の設置条件・内容を十分理解した

上で、施工工程を調整していく必要がある。 

また、ケニア国側負担による既存建物の撤去、インフラ整備、外構工事が実施されるので、

双方の工事進捗状況の確認も重要である。インフラ整備（電気、水道等）については、本工事

が着工されるまでに実施されていることをケニア側と確約しているが、ドラフト説明時などに

再度着工に間に合うようにするための綿密な打ち合わせを行って、支障を来たさないようにし

なければならない。さらに各種インフラの整備工事に先立って、既設建物への配管・配線の一

時的な変更工事が必要となる。 
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３－２－４－４ 施工監理計画／調達管理計画 

 

日本国法人コンサルタント会社は保健省とコンサルタント契約を締結し、本協力対象事業の

詳細設計（入札図書作成等）及び入札、施工監理業務を実施する。 

施工監理の目的は、工事が設計図書どおりに実施されているか否かを含めて、工事契約内容

の適正な履行を確保するためである。施工期間中の指導、助言、調整を行いながら品質確保、

工程管理等を行う。この施工監理は次の業務から構成される。 

 

（1） 入札及び契約に関する協力 

建設及び機材工事の請負業者を決定するのに必要な入札図書等を作成し、入札公告、入

札参加願の受理、資格審査、入札説明会の開催、入札図書の配布、応札書類の受理、入札

結果の評価等の入札業務を行う。更に落札した工事請負業者とケニア国保健省との工事契

約の締結に関する助言、協力を行う。 

 

（2） 工事請負業者に対する指導、助言、調整 

施工工程、施工計画、建設資材調達計画、機材調達・据付計画等の検討を行い、工事請

負業者に対する指導、助言、調整を行う。 

 

（3） 施工図、製作図等の検査及び承認 

工事請負業者から提出される施工図、製作図、書類等を検討し、必要な指示の上承認を

与える。 

 

（4） 建設資材、機材の確認及び承認 

工事請負業者が調達しようとする建設資材、機材と工事契約図書との整合性を確認し、

その採用に対する承認を与える。 

 

（5） 工事検査 

必要に応じ、建設資材及び機材の製造工場における検査、工事試験への立会い、品質及

び性能確保に関する検査を実施する。 

 

（6） 工事進捗状況の報告 

施工工程と施工現場の状況を把握し、工事進捗状況を両国関係機関に報告する。 

 

（7） 完成検査及び試運転 

建築及び関連設備、機材の竣工検査及び試運転検査を行い、工事契約図書に記載された

性能が確保されていることを確認し、検査報告書を保健省に提出する。 
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（8） 施工監理体制 

コンサルタントは、前述の業務を遂行するために、現場常駐監理者を 1名配員する。更

に、工事の進捗に応じ各専門分野の技術者を現場に派遣し、必要な協議、検査、指導、調

整を行う。一方、日本国内にも担当技術者を配置し、技術的検討や現地との連絡業務など

を実施する。また、日本国側政府関係機関に対し、本協力対象事業の進捗状況、支払手続、

竣工引渡し等に関する必要事項を報告する。 

 

施工監理体制は下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-40 施工監理体制（案） 
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３－２－４－５ コンクリートの品質管理計画 

 

（1） 使用材料 

・ セメント 

BS もしくはケニア規格に合致するセメントをケニア国内生産しており、普通ポルト

ランドセメントないしそれと同等な製品が一般的に使用されている。 

・ 骨材 

質、量ともに十分ではない。粒度分布に問題があることが見受けられるため、高強

度コンクリートには使用できない。使用する細骨材は砕石または砂とする。海砂を

使用する場合は、塩化物イオン量を JASS5 既定値以内となるようにする。また、粗

骨材は川砂利または砕石とし、最大寸法は 20mm とする。なお、骨材については、ア

ルカリ骨材反応対策として、アルカリシリカ反応性試験を行うものとする。 

・ 混和剤 

ケニア国でのコンクリートは現場調合が一般的であり、本計画においても現場調合

を考えている。単位水量の減少、ワーカビリティの改善を目的とし、AE 減水剤の使

用を考えている。 

・ 水 

水質は上水道水相当とし、回収水は原則として使用しない。 

 

（2） 調合計画 

現場内での回転ミキサーによる調合を基本とする。容積調合となることから、重量と比

重の管理及びセメントや骨材などの養生が重要となる。また、現地の気象条件などを考慮

した適切な練り混ぜ時間を確保する必要がある。 

 

（3） コンクリート打設 

コンクリート打設はカートによる打設が一般的である。現地の気候により、乾燥収縮は

少ないが、現場調合であることからワーカビリティは良好とはいえない。そのため、コン

クリートの充填性には十分留意する必要があり、バイブレーター等を使って密実なコンク

リートを打設するように計画する。なお、ケニア国では柱を打設した後、梁・床型枠の組

み立て及び配筋を行ったうえでコンクリートを打設するのが一般的である。 

 

（4） 強度 

構造部材用には、ケニア規格で 20～40N/mm2(28 日キューブ強度)が使用されている。骨

材の状況や建物の規模を想定すると,25～30N/m2の仕様で計画する。強度管理は、7日強度

=0.65Fc、28 日強度=1.0Fc の時点で実施している。 

 

（5） コンクリートの品質管理 

コンクリートの品質管理は、ケニア国で一般的に行われている管理方法によるが、日本

の建築工事標準仕様書・コンクリート工事（JASS5）の管理方法についても、必要に応じ

て取り入れるものとする。 
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標準養生された供試体強度と構造体強度とが相違することから、日本のJASS5に準じて、

設計基準強度＋3Ｎ/mm2 を品質基準強度とする。調合強度は、試し練りにより設定する。

28 日管理によるテストピースの圧縮強度試験により、品質基準強度を超えていることを確

認する。この際、X-R 管理図を作成する。 

第三者的な試験機関が、本件建設工事サイト周辺に存在しないので、現地に試験室を設

けて標準養生可能な水槽を設営する。供試体の圧縮試験は、第三者機関で行うことを基本

とし、試験頻度は打設日毎、かつ 150ｍ3に 1 回とする。現地の施工状況を考慮すると、打

設頻度が多くなることが考えられため、50ｍ3 を目安に第三者機関で行うことが考えられ

る。 

フレッシュコンクリート中の塩化物量試験は、日本で一般的に行われている方法によっ

て、0.3kg/ｍ3以下であることを確認する。 

 



- 167 - 

３－２－４－６ 資機材等調達計画 

 

（1） 建設資機材の調達 

本協力対象事業は病院施設の建設であることから、資機材調達に当ってはその施設用途

に合致するように、清潔さを保ち、清掃し易く、しかも堅牢な資機材の選定を行うものと

する。なお資機材等の材料規格は、現地で一般的な BS に適合したものとするが、基準の

ないものについては JIS に準じて選択する。その調達方針は以下のとおりである。 

 

1） 現地調達 

施設竣工後の修繕、維持管理を容易にするために、使用する資機材は可能な限り現地

調達とする。その際品質レベルや調達数量を確認し、工事工程等に悪影響のないように

配慮する。なお、輸入品であっても同国市場で自由に入手し得る資機材（輸入手続きを

とらなくても恒常的に市場に出回っているもの）は、現地製品として取り扱う。 

建設予定地であるキシイ市は、首都ナイロビ市からはケリチョー市経由で 366km に位

置している。資機材がキシイ市内で調達できない場合でも、ナイロビ市から 6.5 時間程

度で陸送可能である。もう一方の建設予定地であるケリチョー市は、首都ナイロビ市か

らは約 275km にあり、資機材がケリチョー市内で調達できない場合でも、ナイロビ市か

ら５時間程度で搬入できる。 

なおナイロビ市から両建設予定地までは、ナイバシャ～ナクール間の一部約 4km を除

き、舗装された国道が整備されている。 

 

2） 輸入調達 

現地での入手が困難、要求品質を満たせない、供給量が不安定と判断される資機材に

ついては、日本または第三国からの輸入調達とする。この場合、工事請負業者は輸入・

通関に関して、保健省と連絡を取りながら、諸手続が円滑に行われるようにする必要が

ある。 

また、日本ないし第三国から調達した場合の“価格＋梱包輸送費”と“現地調達によ

る価格”とを比較して、前者の方がかなり安くなる場合には輸入調達とする。 

ケニア国の主要貿易港は、インド洋側のモンバサ港である。日本、第三国からの輸入

調達はモンバサ港まで海上輸送となる。日本とモンバサ港間にはコンテナー船が毎月 1

回運行されており、所要日数は１ヶ月程度である。モンバサ港で輸入通関・荷捌後、首

都ナイロビ市経由でケリチョー市、キシイ市の建設予定地へ陸送することになり、舗装

された国道が整備されている。運搬距離はモンバサ港～ナイロビ間約 500km であり 1 日

から 2日間かかるので、モンバサ港からケリチョー、キシイまでは２日から３日間で搬

入できる。 

 

3） 輸送計画 

国道は舗装されているが、路面の状況は良好とは言えず、道路整備が進んでいないよ

うな状況である。運搬車両は時速 80km の速度制限があるが、コンテナー、トレーラー
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等の大型車両の中にはさらに低速で運行している様子も見受けられるので、輸送には十

分余裕を持って計画をする必要がある。 

資機材の中には、衝撃、湿気及び高温によって、その機能低下のおそれのあるものも

含まれているので、長期間の輸送に耐えられるような梱包にする必要がある。 

輸入調達に要する日数は、調達先の事情などもからんで来るので、1 ヶ月～2 ヶ月間

というように不確定となる点に十分な注意が必要である。 

 

4） 調達計画 

主要な建設資機材を、現地調達、日本調達、第三国調達に区分し、その選択理由を含

めて表 3-47 に示す。 

 

表3-47 主要建設資機材調達計画 

 

工事種別 材 料 
現地

調達

日本

調達

第三国

調達
備  考 

ポルトランドセメント ○   現地産品で問題なし 

細骨材 ○   砕砂、山砂を一般的に使用 

粗骨材 ○   砕石を一般的に使用 

異形鉄筋  ○ ○ 量が不十分なので、日本または第三国調達

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ工事 

型枠 ○  ○ 
打ち放し用合板は、現地でも調達可能であ

るが高価なため、第三国調達 

鉄骨工事 
鉄骨（小型で一般的な鋼

材） 
○   

少量であれば現地市場に出回っている外

国産を現地調達 

コンクリートブロック ○   
現地製品を調達できるが、日本の規格に較

べて強度が低い 組積工事 

ベンチレーションブロック ○   現地産品で問題なし 

防水工事 

シリコン・シーリング材

（ガラス廻り、サッシュ廻

り） 

○   
現地産品はないが、現地代理店を通じて外

国産を調達可能 

左官工事 セメントモルタル ○   現地産品で問題なし 

タイル工事 

ホモジニアス磁器タイル

(295x295､195x195､

95x95) 

○   
現地産品はないが、近隣諸国からの輸入品

が市場に流通 

石材 ○   ナイロビストーン積みが一般的 

テラゾーブロック 

(300×300) 
○   

サイズは300□だけだが、本磨き品はなく、

貼った後水磨き仕上げが一般的 
石工事 

現場テラゾー ○   一般的に使用されている 

木工事 造作用木材 ○   
一般的に防虫処理、乾燥管理がなく、使用

する場所を限定して採用 

屋根瓦 ○   現地産品で問題なし 
屋根工事 

スチール折板 ○   現地産品で問題なし 
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工事種別 材 料 
現地

調達

日本

調達

第三国

調達
備  考 

軽量天井下地（T ﾊﾞｰ用） ○   
現地産品はないが、現地代理店を通じて調

達可能 

軽量天井下地（二重張り

用） 
 ○  耐久性、品質から日本調達 

化粧金物・手摺 ○   現地で調達可能な材料で対応 

病室用カーテンレール  ○  現地製品には品質に問題あり 

金属工事 
ルーフドレーン、ステン

レス竪樋、ステンレス床

ピット蓋、枠、アルミ製

天井点検口、ステンレス

エキスパンション金物、

ピット内部タラップ、ス

テンレスストレッチャ

ーガード 

 ○  
現地製品もなく、外国製品も調達困難で、

品質と機能面から日本調達 

木製建具

工事 
扉、建具枠   ○ 

現地産品は仕上がりがやや荒く、第三国か

らの調達とする 

アルミ製建具   ○ 
現地組立のものは製品の精度や気密・水密

性が低いので、第三国からの調達とする

軽量鋼製建具  ○  品質と機能上から日本調達 

鋼製建具(エアータイト)  ○  同上 

X 線遮蔽扉、窓  ○  同上 

金属製建

具工事 

建具金物  ○  

錠前はマスターキーシステムの機能性と

耐久性から日本製品。ドアークローザー等

も日本製 

普通ガラス ６mm ○   
現地製品はないが、輸入品が一般に流通し

ており、品質に問題はない 
ガラス工事 

ガラスブロック ○   
現地産品はないが、現地代理店を通じて調

達可能 

内部ペイント ○   現地産品で問題なし 
塗装工事 

外部ペイント ○   メインテナンスを考えて、現地産品で計画

石膏ボード ○   
現地産品はないが、タイ産が一般に流通し

ている。 

岩綿吸音板 ○   
現地産はないが、T-バー用の輸入品が代理

店を通じ調達可能 

工場塗装 

硅酸カルシウム板 
 ○  

(手術室天井)現地産品はない。日本から調

達を計画する 

内装工事 

PVC 天井廻り縁  ○  現地生産品はなく、外国製品も入手困難

流し台・医療用流し台 ○ ○  
ステンレスシンク以外は現地。ステンレス

シンクは品質と耐久性から日本調達 

吊り戸棚 ○   同上 

木製造作家具 ○   同上 

仕上ﾕﾆｯﾄ

工事 

室名札、案内板等、ビル

銘板 
 ○  日本から調達 

インターロッキング ○   
現地産品があるが、寸法･精度のバラツキ

に注意する 

縁石 ○   現地産品で問題なし 
外構工事 

亜鉛メッキグレーチンング  ○  現地産品はなく、日本調達とする 
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工事種別 材 料 
現地

調達

日本

調達

第三国

調達
備  考 

配線器具 ○  ○ 現地調達、一部は第三国調達 

照明器具 ○ ○ ○ 特殊なものは日本調達または第三国調達

盤類 ○ ○ ○ 現地調達、一部は日本国、第三国調達 

非常用発電機 ○  ○ 特殊なものは第三国調達 

電線・ケーブル類 ○ ○ ○ 特殊なものは日本調達または第三国調達

電話交換機  ○ ○ 現地生産品はないが第三国製を購入可能

インターホン  ○  性能を満たすものがない 

放送  ○  同上 

電気設備 

工事 

火災報知器  ○ ○ 特殊なものは第三国調達 

電気温水器  ○ ○ 現地生産品はない 

ポンプ  ○  性能を満たすものがない 

空調機  ○ ○ 仕様により分ける 

送排風機  ○ ○ 同上 

換気扇・天井扇  ○ ○ 同上 

吹出口、吸込口  ○ ○ 同上 

衛生陶器 ○ ○  特殊なものは日本調達 

ダクト材 ○ ○  仕様により分ける 

配管材 ○ ○  同上 

保温材 ○ ○  同上 

自動制御機器 ○ ○  同上 

医療ガス設備  ○  高性能を要求されるため日本調達 

機械設備 

工事 

特殊排水処理槽  ○  現地生産品はない 

 焼却炉 ○   維持管理面より現地製とする 

 

（2） 医療機材の調達 

ケニア国においては、医療機材に関しては、医療家具類が製造されているのみであり、

ほとんどの機材は輸入されている。また、ケニア国産の医療家具の品質は、低価格である

ものの、概して粗悪品が多い。したがって、ケニア国内における調達は、基本的に検診台

やストレッチャーといった比較的各病院に普及しているものを中心に計画する。本計画で

は比較的基本的な機材の調達が多く、また対象病院に、日本で医療機材のメンテナンス研

修を受けた技師もいることから、原則として日本から調達することとする。しかしながら、

手術室関連機材など、中にはアフターサービスに関して製造業者の代理店が必要になるこ

とや、調達対象を日本製品に限定することにより、入札での競争が成立せず、公正な入札

が確保できなくなることを避けるために、第三国製品の調達も検討する。 

主要機材の検討調達先を以下に示す。 

表3-48 主要機材の調達計画一覧表（案） 

医療機材名 
現地 

調達 

日本

調達

第三国

調達 

除細動器、卓上型器具用滅菌器、ラリンゴスコープ、産婦人科用検診台、双眼

顕微鏡、教育用顕微鏡、人工呼吸器付麻酔器、電気メス、ECG モニター、パル

スオキシメーター、人工呼吸器、高圧蒸気滅菌器、床置型器具用滅菌器、分娩

台、保育器、インファントウォーマー、診察セット 

 ○ ○ 

診察台、回復ベッド、ギャッチベッド、陣痛ベッド、ベビーコット、ストレッ

チャー 
○ ○  
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３－２－４－７ ソフトコンポーネント計画 

 

（1） ソフトコンポーネントを計画する背景 

ケニア国西部地域県保健システム強化計画では、キシイ県病院とケリチョー県病院のサ

ービスの向上を目指しており、本施設工事・機材調達のコンポーネントにおいては、キシ

イ県病院で外来診療棟、ケリチョー県病院で救急診療棟の建設と両県病院に必要な医療機

材の供与を行う。 

調査団は 2005 年 1 月 15 日～2月 10 日間の現地調査を通じ、現状の施設維持管理方法に

ついて、下記の問題点を示した。 

 

① 医療排水の未処理放流と医療廃棄物の未処理収集による周辺環境の悪化と院内感染

の危険性 

② 手術室や検査室等の空調・換気設備の故障による院内感染の危険性 

③ 施設機器や医療機材の故障による医療サービスレベルの低下 

 

上記の問題点に対し、ケニア国側は日本側に施設・機材の維持管理システム及び医療廃

棄物及び排水処理システムに係る技術指導の必要性が確認された。 

 

保健省は本計画に合わせて、キシイ県病院・ケリチョー県病院の施設及び機材の運用・

維持管理を適切に行うために、無償資金協力実施後、病院施設・医療機材の維持管理に対

応できる院内施設・医療機材維持管理部門の人的補強とケニア国内の代理店等と連携を図

ることを計画している。 

キシイ県病院の施設・医療機材維持管理部門は施設・機械・電気・医療機材の維持管理

担当を置き、その構成は責任者テクノロジスト（維持管理の教育を大学で 4年間受けてい

る）1 名と副責任者テクノロジスト 1 名の下にテクニシャン（維持管理の教育を専門学校

で 2年間受けている）4名とスタッフ 4名の 10 名体制である。ほとんどの技術的な業務は

責任者のテクノロジスト 2名で行われており、新設施設を含めると現状のスタッフ体制で

は十分とは言えない。またケリチョー県病院では、施設・医療機材維持管理部門は施設・

機械・電気・医療機材の維持管理担当であり、責任者テクノロジスト 1名の元にテクニシ

ャン 5名の 6名体制でメンテが行われ、ほとんど責任者のテクノロジスト１名で維持管理

をおこなっており、同様に十分な体制とは言えない。 

両県病院の施設・医療機材維持管理部門にはメンテナンス室と簡単な工具があり、軽微

な故障については当部門で修理するが、重度な故障については各メーカー代理店に送り、

修理を依頼するシステムである。しかし、病院内各所には医療機材や故障したボイラー、

洗濯機器、電気温水器等の設備機器類が放置されている。このような状態を鑑みると維持

管理体制が十分に機能しておらず、人員の補強と技術力アップが必要であると思われる。

また、施設機器・医療機材の交換部品についてもその入手が適切に行われておらず故障へ

の対応に遅れが生じ、維持管理費用が増加するという問題もおきている。さらに、医療廃

棄物の処理は上記の施設・医療機材維持管理部門スタッフが廃棄物収集を行っているが、
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全く廃棄物収集の知識がないため、分別収集が十分に行われておらず、医療廃棄物が病院

敷地内に一般廃棄物と同様に廃棄処理されている状態である。 

これらの問題へ対処するため、病院側が病院機能の一部として施設・機材維持管理部門

の重要性を認識し、予防保全を鑑みた維持管理活動を行う必要がある。廃棄物については

適切な維持管理システム構築を支援するとともに、各技術者の自覚を高めることと、その

技術能力の向上が必要となる。したがって、本計画では州病院にある維持管理部門及び機

材交換部品倉庫との連携を含む施設・機材の維持管理システムの構築、及び WHO の推奨す

る病院内の廃棄物分別方法（カラーコーディング）を基本とした病院内医療廃棄物収集・

処理システムの構築をソフトコンポーネントに取り込み、協力を行うものとする。なお施

設工事においてもキシイ県病院については、院内に廃棄物の処理を目的とした焼却炉が設

置される計画である。焼却炉については、毒性の強いダイオキシンを発生させる塩化ビニ

ル類の分別処理、高温を発生させ焼却炉損傷の原因となるプラスティック類、水分を多く

含有する物質等を適度に混合焼却するなど焼却炉の運用及び活用に配慮した廃棄物処理

システムとする。 

本ソフトコンポーネントにおける技術指導の実施により、改善が期待される主な項目は

下記のとおりである。 

 

1） 周辺環境、院内感染、医療サービスの継続性の観点から、医療スタッフに施設機器及

び医療機材の維持管理の重要性を再認識させ意識を徹底させるとともに、スタッフの

技術レベルが向上する。 

2） 施設・機材維持管理部門の要員配置の適正化と保健省及び州病院との連携により維持

管理システムが構築される。 

3） 施設機器及び医療機材の管理台帳、故障履歴、配置場所等が把握可能な管理システム、

消耗品・交換部品を管理する在庫管理システム、日常及び定期点検のメンテナンスシ

ステムの構築により、予算化が可能となることで故障期間が短縮され、院内感染の危

険性が低減され、医療サービスレベルが維持される。 

4） 医療廃棄物及び排水処理システムの運用の適正化により、院外及び院内の環境が改善

される。 

 

また、ソフトコンポーネント実施に当たっては、自立発展性を確保するため、計画作成

は参加型とし、ワークショップをやりながら計画や内容をまとめていく手法を取り入れる。

但しケリチョー県病院の本計画が小規模のものであるため、詳細な技術指導業務は施設・

機材維持管理部門のスタッフがキシイ県病院に来て、キシイ県病院の施設・機材維持管理

部門スタッフと合同で業務を遂行できるようケニア側に要請し業務を遂行していく。 

 

（2） ソフトコンポーネントの目標 

1） 病院施設・機材維持管理システム構築の重要性が保健省、両県の保健局ならびにキシ

イ県病院・ケリチョー県病院で認識される。 

2） キシイ県病院・ケリチョー県病院において病院施設・機材の維持管理体制が整備され

る。 
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3） キシイ県病院・ケリチョー県病院 の医療廃棄物及び排水処理システムが構築される。 

 

（3） ソフトコンポーネントの成果（直接的効果） 

表3-49 ソフトコンポーネントの直接的効果 

技術指導内容 直接的効果 

維持管理システムの

重要性の指導 

・維持管理システム強化の重要性が認識される。 

・自立的な維持管理システムが構築され、適正な要員確保ができる

ようになる。 

維持管理システム構

築・管理能力向上の

指導 

・スタッフの維持管理能力レベルが向上する。 

・施設の適切な利用、運用が図られ、故障時の対応が向上し、定期

点検が実施されるようになる。 

年間維持管理計画作

成とその執行の指導 

・適正な要員が確保(人数及び能力)出来る。 

・年間の維持管理計画が作成され、予算化が出来るようになる。 

・次年度に必要な消耗品、予備品名称と数量、経費が把握出来、ス

ムーズな執行が出来るようになる。 

医療廃棄物及び排水

処理システム構築の

指導 

・各部署での廃棄物処理に対する意識が高まり、感染性廃棄物が確

実に分別回収されるようになる。 

・焼却炉が正しく運用されるようになる。 

 

（4） 成果達成度の確認方法 

表3-50 成果達成度の確認方法 

項  目 確認方法 

維持管理システムの

重要性の指導 

・維持管理要員が確保される。 

・維持管理予算が確保される。 

維持管理システム構

築・管理能力向上の

指導 

・維持管理システムフローが作成される。 

・機器台帳が作成される。 

・定期的な点検、調整が計画される。 

・必要な場合医師・看護師への説明・指導が維持管理部門により実施さ

れる。 

年間維持管理計画作

成とその執行の指導 

・施設・機材機器台帳、メンテナンス記録、年間維持管理計画等の書類

が整備される。 

・翌年の維持管理予算計画が作成される。 

医療廃棄物及び排水

処理システム構築の

指導 

・医療廃棄物処理マニュアルが作成される。 

・焼却炉運用システム構築される。 
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（5） ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

表3-51 ソフトコンポーネントの活動内容 

成果品 
項目 活動内容 対象部門 

日本側 相手側 

維持管理シス

テムの重要性

の指導 

・管理部門と維持管理部門に分け、ワークショッ

プを開催し、周辺環境、院内感染、医療サービ

スの継続性の観点から維持管理の重要性の啓蒙

を行う。 

・日本の維持管理システムを紹介し、実習として

維持管理システム案の骨子と概略の業務フロー

を作成する。 

【技術水準】 

・テクノロジスト、テクニシャン以上の技術水準

が必要であり、維持管理部門の全スタッフが水

準に達している。 

保健省、 

県保健局 

院長 

維持管理部門

・日本の維持管

理システム 

・維持管理概略

システム案

・組織図 

・人員配置計画

維持管理シス

テム構築・管

理能力向上の

指導 

・維持管理システムフロー、作業フローチャート、

各種フォーマットを日本の事例を利用し作成す

る。 

・病院の医師・看護師とワークショップ開催して、

維持管理要請フォーマットを作成する。 

・施設機器・医療機材の機器台帳を作成する。 

【技術水準】 

・テクノロジスト、テクニシャン以上の技術水準

が必要であり、維持管理部門の全スタッフが水

準に達している。 

病院各部門 

維持管理部門

・日本の維持管

理システム

フロー 

・日本の機器台

帳 

・維持管理業務

計画 

・各種フォーマ

ット 

・施設・機材機

器の台帳 

年間維持管理

計画作成とそ

の執行の指導 

・年間維持管理計画作成の指導を行う。 

・年間予算作成の指導を行う。 

・交換部品発注・在庫管理手法の指導を行う。 

【技術水準】 

・テクノロジスト以上の技術水準が必要であり、

維持管理部門の責任者及び副責任者が水準に達

している。 

県保健局 

院長 

経理部門 

維持管理部門

・日本の年間維

持管理計画 

・日本の維持管

理予算計画 

・年間維持管理

計画 

・維持管理予算

計画 

医療廃棄物及

び排水処理シ

ステム構築の

指導 

・廃棄物収集ルートの策定及び廃棄物分別(カラー

ローデイング)システムの構築と指導を行う。 

・中和・滅菌槽運用システムの構築と指導を行う。

・院外及び院内感染対策の構築と指導を行う。 

【技術水準】 

・テクノロジスト以上の技術水準が必要であり、

維持管理部門の責任者及び副責任者が水準に達

している。 

院長 

病院各部門 

廃棄物処理係

・日本の医療廃

棄物処理マ

ニュアル 

・医療廃棄物運

用計画 

・中和・滅菌槽

運用運用計

画 

・院外及び院内

感染対策マ

ニュアル 

 

（6） ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントは、直接支援型とする。ケニア国において施設・機材維持管理

を専門に行っているローカルコンサルタント、施設・機材の維持管理会社はない。 

 

（7） ソフトコンポーネントの実施工程 

指導を行うコンサルタントは、最初に、保健省、県保健局、キシイ県病院・ケリチョー

県病院関係者との合意に基づく指導・協力内容と全体スケジュールとを策定し、順次、投
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入と成果を評価しながら技術指導を実施するものとする。全体の流れとしては以下を想定

している。 

 

1） 事前国内準備 

国内にて想定される施設・機材の維持管理システム及び医療廃棄物処理システムにつ

いての資料、各種フォーマット、業務フローチャート等を準備し、最初のワークショッ

プに事例として示せるようにする。 

 

2） 1 回目現地指導 

各責任者、施設・機材維持管理部門スタッフに対し、ワークショップにより維持管理

システム強化に当たっての啓発を行うとともに現状の維持管理業務の問題点を洗い出

し投入計画案作成を指導する。また、病院側の受入体制、維持管理組織が確立されてい

るか確認する。具体的にワークショップにて機器台帳等の作成指導を行い、次回指導時

までこれらの作成フォーマットにて維持管理の運用を行うことを指導する。以上に教

育・指導を行うため、総括として施設維持管理技術者１名を派遣する。 

 

3） 2 回目現地指導 

1 回目の現地指導で作成された各フォーマット及び維持管理及び医療機器廃棄物シス

テムの運用状況を確認し、必要なシステムや各種フォーマットの修正を行うとともに、

必要な追加指導を行う。 

また本計画の施設機器（空調・医療ガス・排水処理・受変電・発電機・弱電機器等） 、

焼却炉及び機材についてはこの時期に機器選定が終了、一部機器が現場に搬入されてい

ることから、新設施設・機材機器に対するより具体的な機器台帳等の作成を指導する。

また指導期間内に作成できなかった台帳は指導者帰国後引き続き病院側の技術者によ

り作成を行う。これらの教育・指導を行うため施設維持管理技術者（空調・衛生・排水

処理・医療ガス設備等担当、受変電設備・発電機・弱電機器設備等担当兼務）1 名及び

機材・医療廃棄物管理技術者 1名を派遣する。 

 

4） 国内作業 

1 回目及び 2 回目の技術指導の結果をまとめ、最終的に必要な指導項目やフローチャ

ート及びフォーマットの調整を行う。この時点で維持管理システムと設置される施設・

機材との調整を行う。 

 

5） ３回目現地指導 

２回目の現地指導で作成された各台帳・フォーマットの最終確認・修正を行うともに、

国内作業で準備した最終指導項目に従い新設施設・機材の維持管理計画最終案作成を指

導する。またすでに設置されている施設機器・機材を実地で確認しながら最終的な技術

指導を行う。特に年間維持管理計画・年間維持管理予算計画・予備品管理計画の作成指

導を行い最終的な維持管理計画の報告を行う。日本より施設維持管理技術者２名（機械

設備担当・電気設備担当）と機材・医療廃棄物管理技術者 1名を派遣する。 
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6） 国内作業 

1 回目、2 回目及び 3 回目の技術指導等の結果をまとめ、最終レポートとして報告書

を作成する。 

 

邦人コンサルタントは以下の技術者 3名の派遣を行い、病院側への技術移転を行う。 

1. 施設維持管理マネージメント技術者(1) ：空調設備、衛生設備、特殊設備対応 

2. 施設維持管理マネージメント技術者(2) ：受変電設備、弱電設備対応 

3. 機材・医療廃棄物管理マネージメント技術者：機材・医療廃棄物収集システム対応 

 

現地での技術指導の実施に当たっては、病院側にコンピュータ知識を持つローカル技術

者を選任させ、邦人コンサルタントと指導対象となるキシイ県病院、ケリチョー県病院の

施設・機材維持管理部門のスタッフの間に入って、技術の移転の補助を行えるようにする。

ローカル技術者を病院側で選任することは、特に、邦人コンサルタントが現地より帰国し

た後も、一定期間継続的に指導を実施することができ、より確実で効率的な技術移転が可

能となる。 

表3-52 ソフトコンポーネントの実施工程表（案） 

                              月
項目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

着工 完成

施設工事

１回目 2回目 3回目
ソフトコンポーネント

(ケニア現地)
 

 

（8） ソフトコンポーネントの成果品 

表3-53 ソフトコンポーネントの成果品 

項  目 成  果  品 

維持管理システムの重要性の指導 

・維持管理概略システム案 

・組織図 

・人員配置計画 

維持管理システム構築・管理能力向上の指導

・維持管理業務計画 

・各種フォーマット 

・施設・機材機器の台帳 

年間維持管理計画作成とその執行の指導 
・年間維持管理計画 

・維持管理予算計画 

医療廃棄物及び排水処理システム構築の指導
・医療廃棄物収集処理計画 

・焼却炉運用計画 
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（9） 相手国実施機関の責務 

本ソフトコンポーネントはケニア国側の自立発展性を確保するために行われる。従って、

各指導は可能な限りケニア国側の自発的な活動を促す手法をとる必要がある。よって、ケ

ニア国側実施機関の本ソフトコンポーネントへの十分な理解と協力が必要となる。 

具体的には、保健省、県保健局、キシイ県、ケリチョー県病院の各責任者による本協力

の目標と実施要領への理解と配慮がまず必要である。また最も重要な点はソフトコンポー

ネント実施のための要員の適切な配置が必須であり、従ってソフトコンポーネント実施前

に、一定の技術レベルを持った施設維持管理技術者の雇用と医療機材維持管理技術者の補

強を行う必要がある。これらの技術者に対して日本側から本ソフトコンポーネントの実施

を通じて、技術指導・協力を行うことになる。またソフトコンポーネント実施期間中及び

完了後も実施機関である保健省、県保健局、キシイ県病院・ケリチョー県病院の院長をは

じめとする各責任者はキシイ県病院・ケリチョー県病院責任管理者として、施設・医療機

材の維持管理について継続的に指導・管理を実施することが要求される。 
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３－２－４－８ 実施工程 

 

交換公文が締結された後の実施工程は、図 3-41 に示すとおりである。内容は、コンサルタ

ントによる詳細設計業務、入札業務、及び工事請負業者による工事とコンサルタントによる施

工監理業務から構成される。 

 

（1） 詳細設計業務 

ケニア国保健省と日本国法人コンサルタント会社の間で、本プロジェクトの詳細設計

（入札図書作成）に関するコンサルタント契約を締結し、日本国政府からその契約書の認

証を受ける。この後、コンサルタントはケニア国保健省と協議の上、本基本設計調査報告

書に基づいた入札図書を作成し、ケニア国保健省の承認を得る。 

詳細設計（入札図書作成）にかかる期間は、4ヶ月と予想される。 

 

（2） 入札業務 

入札業務に係る期間は 3ヶ月と予想される。 

 

（3） 工事請負業者による工事とコンサルタントによる施工監理業務 

工事契約を締結した後、工事請負業者は工事に着手する。同時にコンサルタントは施工

監理業務を開始する。 

工事期間は 13 ヶ月と予想され、その工事内容は以下のとおりである。 

 

表3-54 キシイ県病院の工事内容 

施設の建設 

＜外来診療棟＞ 

RC 造２階建、延床面積：3,704.00 ㎡ 

１階：一般外来/救急診療部門、専門外来診療部門、 

生理/病理検査部門、放射線検査部門 （1,976.30 ㎡）

 ２階：手術/DHU 部門、分娩部門、材料滅菌室、研修室 （1,727.70 ㎡）

＜関連施設＞ 

 機械室：高圧電気室、低圧盤室、発電機室、ポンプ室、受水槽、 

高架水槽        （309.01 ㎡）

便所棟：外来便所  （65.04 ㎡）

焼却炉：分別ごみ保管スペース、焼却炉 （57.42 ㎡）

その他：守衛所 （3.73 ㎡）

機材の調達 
上記医療施設及び一部の既存施設運営に必要な医療機材 

（歯科ユニット、超音波診断装置、移動式 X線撮影装置など） 

 

表3-55 ケリチョー県病院の工事内容 

施設の建設 

＜救急診療棟＞ 

RC 造平屋建、延床面積：425.10 ㎡ 

救急診療部門、救急用生理/病理検査室 

＜関連施設＞ 

 機械室-1：低圧盤室、発電機室 （46.10 ㎡）

 機械室-2：高架水槽、ポンプ室 （13.98 ㎡）

 そ の 他：受水槽、高架水槽 （16.92 ㎡）

機材の調達 
上記医療施設及び一部の既存施設運営に必要な医療機材 

（歯科ユニット、超音波診断装置、移動式 X線撮影装置など） 



- 179 - 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

現地調査 現地確認

(詳細設計：４ヶ月）

国内作業

入札

(入札：３ヶ月）

国内作業

（施設建設）

準備・仮設工事

杭・土・基礎工事 (工事：13ヶ月）

躯体工事

設備・内装工事

（機材調達）

施
工
・
調
達

詳
細
設
計

入
　
　
札

製造・調達

輸送

据付・調整

 

 

図3-41 業務実施工程 
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３－３ 相手国側分担事業の概要 

 

ケニア国側で負担する主要事項は、以下のとおりである。 

 

（1） 手続き関連 

1） 本協力対象事業に関する建築許可に必要な許認可の申請及び取得 

2） 銀行取り極め（B/A）及び支払授権書（A/P）発行並びにそれらに伴う手数料の

負担 

3） 輸入資機材の迅速な荷揚げ、免税措置、通関手続きの保証及び迅速な国内輸送

の確保 

4） 認証された契約に基づく資機材の供給及び業務の遂行を図る日本人に対して、

ケニア国への入国及び同国での滞在に必要な便宜供与 

5） 認証された契約に基づく資機材の供給及び業務の遂行を図る日本人に対して、

ケニア国内での関税・各種税金の一切の免除 

6） 無償資金協力により建設された施設及び調達された機材の効果的な運用並びに

維持管理を図るための予算措置 

7） 本協力対象事業に関する電力、電話、ガス、下水道に関わる手続き・契約・負

担金 

 

（2） 関連工事 

1） 協力対象敷地内のゲート及び駐車場の移設 

2） 協力対象敷地内の既存施設の解体 

3） 解体施設の移転費用 

4） 協力対象敷地内の建設予定地の造成・整地 

5） 協力対象施設までの給水設備の整備 

6） 協力対象施設までの医療廃棄物の整備  

7） 協力対象施設までのその他インフラの整備 

8） 協力対象敷地廻りの塀、柵の設置 

9） 一般家具の、備品の購入 

10) 新設への移転費用 

 

（3） 本計画の施設完成後の現有機材の移転 

1） 事前準備、広報活動 

2） 協力対象施設への一部の既存物品（医療家具・備品、医療機材等）の移設、据付 

3） 産科、外科等の患者の移送（キシイ県病院） 

4） 新築棟での職員実地訓練 
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（4） 施設改修 

ケリチョー県病院では、手術棟内の更衣室を改修して一般手術室（1 室）を追加する計

画を実施する予定である。改修工事の内容は以下のとおり。 

1） 更衣室の間仕切りを撤去、既存の壁を開口しドアの設置。 

2） 機材移設に伴う電気設備工事 

3） 既存機材（手術台、麻酔器、電気メス、器具カート等）の移設。 

 

（5） その他 

無償資金協力によって調達されるもの以外で必要となる費用の負担。 

 

これに関連して、上記の相手国側負担工事の実施スケジュールを表 3-56 に示す。 

 

表3-56 ケニア国負担工事スケジュール 

キシイ県病院 

先方負担工事項目 スケジュール 

1．既存ゲート及びアクセス道路の移設 2007 年 4 月～2007 年 6 月 

2．既存施設の解体及び建設予定地の造成・整地 2007 年 4 月～2007 年 6 月 

3．解体施設の移転費用と協力対象敷地内の既存設備の盛替 2007 年 6 月～2007 年 7 月 

4．電気設備の整備 2007 年 4 月～2007 年 6 月 

5．一般家具、備品の購入 2008 年 12 月～2009 年 1 月 

6．新施設への移転費用 2008 年 12 月～2009 年 1 月 

 

ケリチョー県病院 

先方負担工事項目 スケジュール 

1．既存施設の解体及び建設予定地の造成・整地 2007 年 4 月～2007 年 6 月 

2．解体施設の移転費用と協力対象敷地内の既存設備の盛替 2007 年 4 月～2007 年 6 月 

3．電気設備の整備 2007 年 4 月～2007 年 6 月 

4．一般家具、備品の購入 2008 年 12 月～2009 年 1 月 

5．新施設への移転費用 2008 年 12 月～2009 年 1 月 
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３－４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

 

（1） 要員計画 

キシイ県病院は現在 453 名の職員を有しているが、その人件費は約 5,500 万 KShs（約

8,600 万円）である。協力対象事業の完成に伴い必要となる増員数は 82 名となるが、その

人件費の合計は、現在の人件費の約 21％にあたる約 1,100 万 KShs（約 1,800 万円）と試

算される。一方、ケリチョー県病院は現在 294 名の職員を有しているが、その人件費は約

3,600 万 KShs（約 5,500 万円）である。協力対象事業の完成に伴い必要となる増員数は 34

名となるが、その人件費の合計は、現在の人件費の約 11％にあたる約 400 万 KShs（約 600

万円）と試算される。ケニア国では一般的に県病院の人件費は保健省が直接負担している

が、キシイ、ケリチョー両県病院の人件費も保健省が直接負担している。このようなこと

から、保健省では、人材確保とともに、増加する人件費についても同様に保健省の責任、

権限のものその確保を約束している。 

 

表3-57 キシイ県病院要員計画 

現状要員 増員計画 

 
年収 

（KShs） 要員数 

（人） 

現状人件費

（KShs） 

増員数 

（人） 

必要な人件費

（KShs） 

専門医 996,000 9 8,964,000 3 2,988,000

医師 468,000 16 7,488,000 2 936,000

準医師 144,000 36 5,184,000 4 576,000

正看護師 144,000 27 3,888,000 10 1,440,000

准看護師 108,000 176 19,008,000 30 3,240,000

検査技師 144,000 14 2,016,000 5 720,000

技師補 108,000 0 0 0 0

放射線技師 144,000 4 576,000 4 576,000

物理療法士など 144,000 19 2,736,000 0 0

医療工学技師 144,000 2 288,000 2 288,000

医療工学技師補 108,000 4 432,000 2 216,000

その他 36,000 146 5,256,000 20 720,000

合  計 － 453 55,836,000 82 11,700,000

増加率 21％ 

出典：キシイ県病院質問書回答 

 

表3-58 ケリチョー県病院要員計画 

現状要員数 増員計画 

 
年収 

（KShs） 要員数 

（人） 

現状人件費

（KShs） 

増員数 

（人） 

必要な人件費

（KShs） 

専門医 996,000 5 4,980,000 0 0

医師 468,000 12 5,616,000 2 936,000

準医師 144,000 32 4,608,000 2 288,000

正看護師 144,000 19 2,736,000 4 576,000

准看護師 108,000 102 11,016,000 15 1,620,000

検査技師 144,000 3 432,000 1 144,000

技師補 108,000 7 756,000 1 108,000
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現状要員数 増員計画 

 
年収 

（KShs） 要員数 

（人） 

現状人件費

（KShs） 

増員数 

（人） 

必要な人件費

（KShs） 

放射線技師 144,000 5 720,000 0 0

物理療法士など 144,000 8 1,152,000 0 0

医療工学技師 144,000 1 144,000 1 144,000

医療工学技師補 108,000 5 540,000 0 0

その他 36,000 95 3,420,000 8 288,000

合  計 － 294 36,120,000 34 4,104,000

増加率 11％ 

出典：ケリチョー県病院質問書回答 

 

（2） 維持管理計画 

1） 施設 

病院の維持管理体制は①県病院 施設・医療機材維持管理部門（DH）②県公共保健衛

生部門（DPHO）③県公共事業省（DPW）３部門で協力しながら維持管理を進めている。 

現状の問題点は、3 部門に施設・医療機器管理が分散しているため、すべての維持管

理を一元化し把握している担当者がいないため、計画的な病院全体の維持管理体制が十

分できていないことである。従って維持管理を①と②を合わせて、①の病院の施設・医

療機材維持管理部門に統一することを要請したが、ケニア側の病院 維持管理の基本的

な組織であり変更はできないこと、また施設維持管理を十分おこなうために、施設・電

気・機械の維持管理と医療機材の維持管理を分けることを要請したが、これについても

既存の維持管理システムであり変更できないことが判明した。 

キシイ県病院は 10 人体制で、ケリチョー県病院は 6 人体制で維持管理がおこなわれ

ているが、現状の施設内では特別な機器類はないため、最低限の維持管理が可能となっ

ているが、本計画施設においては、次のような特殊なものがあり、専門の知識を持った

維持管理要員が必要となる。 

高圧受電設備 

発電機設備 

手術室等の空調設備 

医療ガス設備 

医療特殊排水処理設備 

焼却炉設備 

廃棄物分別収集 

このようなシステムを維持管理するためには、要員の拡充が必要となり、ケニア国側

に維持管理体制の強化を要請した。 

調査団は本調査を通じ、特に下記の分野に対する技術協力・技術支援の必要性を確認

した。具体的な方策については、本計画の中でのソフトコンポーネントの実施のほか、

専門家、青年海外協力隊、シニア海外ボランティアの課検討であり、今後関連部署と検

討していく。 

施設及び機材の維持管理 

病院運営（統計管理、財務管理） 
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本計画においてケニア国側は、病院施設及び機材の運用・維持管理を適切に行うため

に、無償資金協力実施後、病院施設・医療機材の維持管理に対応できる院内維持管理部

門の人的補強とケニア国内の代理店等と連携を図ることを計画している。病院側が病院

機能の一部として維持管理部門及び県公共保健衛生部門の重要性を認識し、適切な維持

管理活動を行う必要がある。また維持管理部門及び県公共保健衛生部門でも適切な維持

管理システムを構築するとともに、各技術者の自覚を高めることと、その技術能力の向

上が必要となる。 

 

2） 機材 

医療機材の運営・維持管理については、病院内の維持管理部(HMU)が担当している。

同部の人員はキシイ病院が 6人（技師１名と技師補 5名）である。基本的に県病院は県

内にある医療施設にある機材の保守管理も担当しており、巡回計画に基づいて管轄の医

療施設を巡回して機材の状況を確認するほか、機材故障の連絡が入れば現地に出張して

修理を行うなどの活動を行う。県病院においても計画的な機材保守点検及び故障時の点

検・補修を行っている。技師は電気系及び機械系機材の故障原因の特定が可能な水準に

達しているが、国内に機材代理店がない場合交換部品の入手が困難であるために修理が

できない場合があるということである。日本側はカウンターパート研修などのスキーム

を通じて対象病院維持管理部の技師を日本に招聘して維持管理技術の研修を実施して

きており、キシイ病院には日本の医療機材の保守管理・操作方法について知見を有する

者もいる。また、放射線機材のように年次保守管理契約を結んで補修サービスを受けて

いるものもある。交換部品については、汎用機材の場合は保健省の組織で国内に 4ヶ所

ある医療機材交換部品倉庫にて交換部品を備蓄しており病院側は同倉庫に交換部品を

発注、購入することが可能である。維持管理部では定期点検計画表、作業カード、修理

記録簿を備えており、修理の記録及び病院で保有する部門ごとの機材数量は把握してい

るようである。しかし、調達年次、型式、製造業社名、代理店などの情報を整理し管理

する水準までには至っていない。当該部門に機材維持管理システムの構築について技術

指導が実施されれば、円滑な機材・交換部品調達が実施できるようになることが期待で

きる。 
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３－５ プロジェクトの概算事業費 

 

３－５－１ 協力対象事業の概算事業費             総事業費 1,350 百万円 

 

（1） 日本国負担経費 

日本国の負担経費は次のとおりである。但し、この額は交換公文上の供与限度額を示す

ものではない。 

表3-59 概算事業費 

約 1,312 百万円 

キシイ県病院  （建築延べ床面積：約 4,139 ㎡） 

ケリチョー県病院（建築延べ床面積： 約 502 ㎡） 

費 目 概算事業費（百万円） 

施設 キシイ県病院（外来診療棟） 850 

  ケリチョー県病院（救急診療棟） 149 

  家具・備品 0 

999 

機材 キシイ県病院 102 

 ケリチョー県病院 58 
160 

1,159 

詳細設計・施工監理・ソフトコンポーネント 153 

計 1,312 

 

 

（2） ケニア国負担経費 

ケニア国側負担経費は次のとおりである。 

表3-60 キシイ県病院のケニア国側負担経費 

工事費目 経 費（KShs） 

1．既存ゲート及びアクセス道路の移設 2,000,000 

2．既存施設の解体及び建設予定地の造成・整地 1,500,000 

3. 解体施設の移転費用と協力対象敷地内の既存設備

の盛替 
500,000 

4．電気設備の整備 9,850,000 

5．一般家具、備品の購入 5,000,000 

6．新施設への移転費用 500,000 

合  計 
19,350,000 

（約 29.9 百万円）

 



- 186 - 

表3-61 ケリチョー県病院のケニア国側負担経費 

 

工事費目 経 費（KShs） 

1. 既存施設の解体及び建設予定地の造成・整地 2,500,000 

2. 解体施設の移転費用と協力対象敷地内の既存設備

の盛替 
300,000 

3．電気設備の整備 1,373,440 

4．一般家具、備品の購入 1,000,000 

5．新施設への移転費用 300,000 

合  計 
5,474,440 

（約 8.4 百万円）

 

両病院の解体及び既存設備の盛替え工事は公共事業省により行われ、その予算計上は保

健省事務次官レター“PROPOSED GOK COMPONENT FOR JICA FINACNED PROJECTS:2006／2007 

FINAVCIAL YEAR”において確認されている。また、電力供給改善工事の予算は保健省予算

書“DISTRICT ALLOCATION BUDGET 2006／2007”の各県病院予算に含まれ、両病院予算書”

WORK PLAN”においてその項目を確認している。なお、本計画施設完成後に必要な一般家

具及び備品の購入、新施設への移転費用については、ドラフト説明時のミニッツにおいて、

保健省事務次官が約束し、署名している。 

上記の負担工事の総額は、24,824,440 KShs となり、2004／2005 の保健省開発予算

7,659,000,000KShs の 0.32％であり、十分負担可能であると判断される。 

なお、既存施設の解体に際しては、アスベストに対して細心の注意を払うよう提言して

いる。 

 

（3） 積算条件 

①積算時点 平成18年2月（2006年2月） 

②為替交換レート 1 KShs ＝ 1.55 円 

③施工期間 詳細設計、入札、及び工事期間は業務実施工程に示したとおりである。 

④その他 本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施さ

れるものとする。 
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３－５－２ 運営･維持管理費  

 

（1） 維持管理費 

高圧受電方式の採用や空調方式の効率化などによる電気代の縮減と、要求される各室内

清浄度の詳細な検討にもづいた各種フィルターの合理的な使用などを考慮した上で、本計

画施設の維持管理費は下表に示すとおりである。本計画施設の開設年度と 2年目以降の年

間維持管理費の試算結果を以下に示す。 

 

キシイ県病院 

表3-62 維持管理費の概算結果 

単位：KShs 

① 電気料金
② 電話料金
③ 発電機燃料費
④ 水道料金
⑤ LPGガス料金
⑥ 酸素ガス料金
⑦ 笑気ガス料金
⑧ 建物維持費
⑨ 交換部品代(フィルター交換)
小計　①～⑨(施設維持費)
⑩ 機材維持費 3,156,000

計　①～⑩ 11,794,200

3,294,000
418,200

2,925,000
354,000

3,294,000
418,200

2,925,000
354,000

費　　目 開設年度2年目 2年目以降

788,000
9,839,500
3,156,000

12,995,500

360,000

279,000
0

360,000

279,000
413,300

1,008,000 1,008,000

0
8,638,200

 
 

① 電気料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,294,000 KShs/年 

計画施設の契約電力は、施設規模・内容から以下のように想定される。なお使用電力

は平均で契約電力の 60％程度を想定する。 

表3-63 想定使用電力量 

 契約電力(kW) 使用電力量(kW) 

新築施設 500 300 

 

・料金体系 

電力基本料金(1) 2,000 KShs/月 

電力基本料金(2) 200 KShs/kW 

電力従量料金 料金 4.6 KShs/kWh 

・電気料金 

新築施設
　基本料金(1)
　基本料金(2)
  従量料金 4.6 300

合　　計

－
－
10

200 500
－

料金
(KShs)

使用量
(kW)

時間
(h)

2,000

日 月 負荷率 計

－
－
25

1.0
1.0

12
12

0.5 2,070,000

3,294,000

12

24,000
1,200,000
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② 電話料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・418,200 KShs/年 

電話料金はその使用回数によるため、各施設での使用頻度を想定して以下のように算

出する。 

・料金体系 

回線使用料金 6.5 KShs/3min 

国内通話料金 市内 23.0 KShs/min 

       市外 180.0 KShs/min 

・電話料金 

市内
市外
国際

－
23.0 － 3

料金
(KShs)

合　　計

180.0 － 3 0.1

6.5

1.0
1.0
1.0

負荷率

207,00025 12
25 12

10
－ 100 195,00025

計回線数
電話時間
(min/回)

回数
(回/日)

12

日 月

16,200

418,200  
 

 

③ 発電機燃料費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,320,500 KShs/年 

現地での停電頻度実績は毎月４回、１回当り 15 分平均程度と想定して、燃料費を算

出する。 

本計画での発電機容量は 250 kVA を計画している。 

・料金体系 

発電機燃料消費量 150 ℓ/h 
燃料単価 65 KShs/ℓ 

・燃料費 

  
料金 

(KShs) 

使用量

(ℓ) 
時間

(h) 
日 月 

年間使用量 

(ℓ ) 
負荷率 計(KShs)

発電機燃料消費 65 150 1 25 12 45,000 1.0  2,925,000 

合  計    2,925,000 

 

 

④ 水道料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・354,000 KShs/年 

本計画施設で消費される水道量は以下のとおりである。 

表3-64 想定使用水道量 

 
1 日当りの給水量 

(ｍ3/日) 

新設施設 100 

計 100 

・料金体系 

従量水道料金(平均) 27 KShs/㎥ 

基本水道料金 25 KShs/月･㎥ 
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・水道料金 

 
料金 

(KShs) 
給水量 日 月 

市水 

利用率
負荷率 計 

新設施設       

 基本水道料金 25 100 12 1.0 30,000 

 従量水道料金 27 100 25 12 0.5 0.8 324,000 

合  計   354,000 

 

⑤ LPG ガス料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・360,000 KShs/年 

LPG ガスは検査室に使用される。施設の使用量は次のように想定される。 

表3-65 LPG ガス量 

施設名 用途 
1 日当り使用量 

(kg/日） 

検 査 室  実験用 10 

計  10 

・料金体系 

LPG ガス料金 150 KShs/kg 

・ガス料金 

 
料金 

(KShs) 

使用量

(kg) 
日 月 

年間使用量

(kg) 
負荷率 計(KShs) 

LPG ガス料金 150 10 25 12 3,000 0.8 360,000 

合  計      360,000 

 

⑥ 酸素ガス料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,008,000 KShs/年 

酸素は手術室､回復室等に使用される｡新築施設の使用量は次のように想定される｡ 

表3-66 酸素ガス電力量 

施設名 用途 
1 日当り使用量 

(kg/日） 

新 築 施 設 手術室他 20 

計  20 

・料金体系 

O2ガス料金 280 KShs/kg 

・ガス料金  

 
料金 

(KShs) 

使用量

(kg) 
日 月 

年間使用量

(kg) 
負荷率 計(KShs) 

O2ガス料金 280 20 25 12 6,000 0.6 1,008,000

合  計      1,008,000
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⑦ 笑気ガス(N2O)ガス料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・279,000 KShs/年 

N2O ガスは手術室、回復室等に使用される。新築施設の使用量は次のように想定され

る。 

表3-67 笑気ガス量 

施設名 用途 
1 日当り使用量 

(kg/日） 

新 築 施 設 手術室他 5 

計  5 

 

・料金体系 

N2O ガス料金 310 KShs/kg 

・ガス料金  

 
料金 

(KShs) 

使用量

(kg) 
日 月 

年間使用量

(kg) 
負荷率 計(KShs) 

N2O ガス料金 310 5 25 12 1,500 0.6 279,000

合  計      279,000

 

⑧ 建物維持費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413,300 KShs/年 

本計画の建物については外部・内部仕上げともに、比較的維持管理の容易な材料を選

択している。そのため、建物の内外装、電気及び給排水・空調機器の修理部品・交換部

品購入等の建物維持費を、現在の日本の類似例の 1/2 から 1/3 程度を想定する。ただし

2年目以降から必要となる。 

 

・料金体系 100 KShs/㎡/y 

・建物維持費 

 
料金 

(KShs)

面積

(㎡)
日 月 負荷率 計 

建物維持費 100 4,133 － － 1.0 413,300 

合  計   413,300 

 

⑨ 交換部品代(フィルター交換)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 788,000 KShs/年 

手術室及び関連施設に高性能と中性能フィルターを設置する。また、各空調機にはプ

レフィルターを設置する。 

なお、各フィルターの交換頻度等を以下のように想定するが、プレフィルターは再生

式として、交換費用は必要ないものとする。 

 

・料金体系 

プレフィルター 2 回/月程度 クリーニング 

中性能フィルター 1 回/年程度 (27,000 KShs/個) 

高性能フィルター 1 回/年程度 (35,000 KShs/個) 
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・フィルター交換費 

 
料金 

(KShs) 
個数 負荷率

計 

(KShs) 

新設施設  

 中性能フィルター 27,000 30 0.8 648,000 

 高性能フィルター 35,000 4 1.0 140,000 

合   計 788,000 

 

⑩ 機材維持費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,156,000 KShs/年 

機材計画は、医療サービスの需要を満足させるための機材調達及び、不足している機

材の補充を中心に策定し、保健省及び対象施設側で保守管理が可能な範囲に限定する。

よって新築施設用の調達機材により増加する機材維持費については、キシイ県病院側で

予算措置を検討する必要がある。本計画によって増加する費用は約 3,156,000 KShs で

その内訳は以下のとおりである。 

費目 キシイ県病院 

消耗品費用 3,646,000 円 

交換部品費用 868,000 円 

合計 
4,514,000 円 

（3,156,000 KShs）

 

消耗品及び交換部品費用の明細は以下のとおりである。 

 

表3-68 消耗品を必要とする機材 

 機材名 数量 品目 
単価 

(千円)

費用 

(千円) 

1 吸引器 3 カテーテル 180 540 

2 高圧蒸気滅菌器 1 記録紙等 150 150 

3 患者モニター 4 記録紙 450 1,800 

4 光線治療器 1 アイマスク 15 15 

5 除細動器 2 記録紙等 300 600 

6 インファントウォーマー 2 プローブカバー 90 180 

7 胎児心拍計 3 ゼリー 37 111 

8 ネビュライザー 10 マスク等 25 250 

 小 計    3,646 

 

表3-69 交換部品を必要とする機材 

 機材名 数量 品目 
単価 

(千円)

費用 

(千円) 

1 高圧蒸気滅菌器 1 ガスケット等 200 200 

2 蒸留水製造装置 1 ヒーター 12 12 

3 患者モニター 4 リード等 23 92 

4 天井式手術灯 1 ランプ 48 48 

5 床置式手術灯 6 ランプ 26 156 

6 診察灯 10 ランプ 7 70 

7 光線治療器 1 ランプ 4 4 

8 除細動器 2 ＥＣＧケーブル 7 14 

9 インファントウォーマー 2 プローブ 16 32 

10 パルスオキシメーター 3 プローブ 50 150 

11 ネビュライザー 10 チューブ等 9 90 

 小 計    868 
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ケリチョー県病院 

表3-70 維持管理費の概算結果 

単位：KShs 

① 電気料金
② 電話料金
③ 発電機燃料費
④ 水道料金
⑤ LPGガス料金
⑥ 酸素ガス料金
⑦ 笑気ガス料金
⑧ 建物維持費
⑨ 交換部品代(フィルター交換)
小計　①～⑨(施設維持費)
⑩ 機材維持費

計　①～⑩ 2,740,100 2,919,900

1,217,100 1,396,900
1,523,000 1,523,000

0 50,200
0 129,600

252,000 252,000
111,600 111,600

70,800 70,800
72,000 72,000

88,500 88,500
140,400 140,400

費　　目 開設年度2年目 2年目以降

481,800 481,800

 
 

① 電気料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 481,800 KShs/年 

計画施設の契約電力は、施設規模・内容から以下のように想定される。なお使用電力

は平均で契約電力の 60％程度を想定する。 

表3-71 想定使用電力量 

 契約電力(kW) 使用電力量(kW) 

新築施設 70 42 

 

・料金体系 

電力基本料金(1) 2,000 KShs/月 

電力基本料金(2) 200 KShs/kW 

電力従量料金 料金 4.6 KShs/kWh 

・電気料金 

新設施設
　基本料金(1)
　基本料金(2)
  従量料金

481,800合　　計

12 1.0 168,000
4.6 42 10 25 12 0.5 289,800
200 70 － －

2,000 － － － 12 1.0 24,000

日 月 負荷率 計
料金
(ksh)

使用量
(kW)

時間
(h)

 
 

② 電話料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,500 KShs/年 

電話料金はその使用回数によるため、各施設での使用頻度を想定して以下のように算

出する。 

・料金体系 

回線使用料金 6.5 KShs/3min 

国内通話料金 市内 23.0 KShs/min 

       市外 180.0 KShs/min 
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・電話料金 

市内
市外
国際 8,100

88,500

12

日 月 計回線数
電話時間
(min/回)

回数
(回/日)

2
－ 20 39,00025

25 12
25 12 1.0

1.0
1.0

負荷率

41,400
6.5

180.0 － 3 0.05

合　　計

－
23.0 － 3

料金
(KShs)

 
 

 

③ 発電機燃料費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140,400 KShs/年 

現地での停電頻度実績は毎月４回、１回当り 1時間平均程度と想定して、燃料費を算

出する。 

本計画での発電機容量は 50 kVA を計画している。 

・料金体系 

発電機燃料消費量 45 ℓ/h 
燃料単価 65 KShs/ℓ 

・燃料費 

  
料金 

(KShs) 

使用量

(ℓ) 
時間

(h) 
日 月 

年間使用量 

(ℓ ) 
負荷率 計(KShs)

発電機燃料消費 65 45 4 - 12 2,160 1.0 140,400

合  計    140,400

 

 

④ 水道料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,800 KShs/年 

本計画施設で消費される水道量は以下のとおりである。 

表3-72 想定使用水道量 

 
1 日当りの給水量 

(ｍ3/日) 

新設施設 20 

計 20 

・料金体系 

従量水道料金(平均) 27 KShs/㎥ 

基本水道料金 25 KShs/月･㎥ 

・水道料金 

 
料金 

(KShs) 
給水量 日 月 

市水 

利用率
負荷率 計 

新設施設   

 基本水道料金 25 20 12 1.0 6,000 

 従量水道料金 27 20 25 12 0.5 0.8 64,800 

合  計   70,800 
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⑤ LPG ガス料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,000 KShs/年 

LPG ガスは検査室に使用される。施設の使用量は次のように想定される。 

表3-73 LPG ガス量 

施設名 用途 1 日当り使用量(kg/日） 

検 査 室  実験用 2 

計  2 

・料金体系 

LPG ガス料金 150 KShs/kg 

・ガス料金 

 
料金 

(KShs) 

使用量

(kg) 
日 月 

年間使用量

(kg) 
負荷率 計(KShs) 

LPG ガス料金 150 2 25 12 600 0.8 72,000 

合  計      72,000 

 

⑥ 酸素ガス料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・252,000 KShs/年 

酸素は手術室､回復室等に使用される｡新築施設の使用量は次のように想定される｡ 

表3-74 酸素ガス電力量 

施設名 用途 1 日当り使用量(kg/日） 

新 築 施 設 手術室他 5 

計  5 

・料金体系 

O2ガス料金 280 KShs/kg 

・ガス料金  

 
料金 

(KShs) 

使用量

(kg) 
日 月 

年間使用量

(kg) 
負荷率 計(KShs) 

O2ガス料金 280 5 25 12 1,500 0.6 252,000

合  計      252,000

 

⑦ 笑気ガス(N2O)ガス料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111,600 KShs/年 

N2O ガスは手術室、回復室等に使用される。その使用量は以下のように想定される。 

表3-75 笑気ガス量 

施設名 用途 1 日当り使用量(kg/日） 

新 築 施 設 手術室他 2 

計  2 

・料金体系 

N2O ガス料金 310 KShs/kg 

・ガス料金  

 
料金 

(KShs) 

使用量

(kg) 
日 月 

年間使用量

(kg) 
負荷率 計(KShs) 

N2O ガス料金 310 2 25 12 600 0.6 111,600

合  計      111,600
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⑧ 建物維持費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,200 KShs/年 

本計画の建物については外部・内部仕上げともに、比較的維持管理の容易な材料を選

択している。そのため、建物の内外装、電気及び給排水・空調機器の修理部品・交換部

品購入等の建物維持費を、現在の日本の類似例の 1/2 から 1/3 程度を想定する。 

 

・料金体系 100 KShs/㎡/y 

・建物維持費 

 
料金 

(KShs)

面積

(㎡)
日 月 負荷率 計 

建物維持費 100 502 － － 1.0 50,200 

合  計   50,200 

 

⑨ 交換部品代(フィルター交換)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129,600 KShs/年 

小手術室に中性能フィルターを設置する。また、各空調機にはプレフィルターを設置

する。 

なお、各フィルターの交換頻度等を以下のように想定するが、プレフィルターは再生

式として、交換費用は必要ないものとする。 

 

・料金体系 

プレフィルター 2 回/月程度 クリーニング 

中性能フィルター 1 回/年程度 (27,000 KShs/個) 

・フィルター交換費 

 
料金 

(KShs) 
個数

負荷

率 

計 

(KShs) 

新設施設  

 中性能フィルター 27,000 6 0.8 129,600 

合   計 129,600 

 

 

⑩ 機材維持費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,523,000 KShs/年 

機材計画は、医療サービスの需要を満足させるための機材調達及び、不足している機

材の補充を中心に策定し、保健省及びケリチョー県病院で保守管理が可能な範囲に限定

する。よって新築の施設用の調達機材により増加する機材維持費について対象病院側は

予算措置を検討する必要がある。本計画で増加する運営維持管理費の内訳は次のとおり

であり、年間で約 1,523,000 KShs 程度の増加になると試算される。 

 

費目 ケリチョー県病院 

消耗品費用 1,919,000 円 

交換部品費用 259,000 円 

合計 
2,178,000 円 

（1,523,000 KShs）
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消耗品及び交換部品費用の明細は以下のとおりである。 

 

表3-76 消耗品を必要とする機材 

 機材名 数量 品目 
単価 

(千円)

費用 

(千円) 

1 吸引器 3 カテーテル 180 540 

2 超音波診断装置 1 ゲル等 300 300 

3 患者モニター 1 記録紙 450 450 

4 人工呼吸器付麻酔器 1 吸着剤 500 500 

5 光線治療器 2 アイマスク 15 30 

6 胎児心拍計 2 ゼリー 37 74 

7 ネビュライザー 1 マスク等 25 25 

 小 計    1,919 

 

表3-77 交換部品を必要とする機材 

 機材名 数量 品目 
単価 

(千円)

費用 

(千円) 

1 患者モニター 1 リード等 23 23 

2 天井式手術灯 2 ランプ 48 96 

3 床置式手術灯 2 ランプ 26 52 

4 診察灯 3 ランプ 7 21 

5 光線治療器 2 ランプ 4 8 

6 パルスオキシメーター 1 プローブ 50 50 

7 ネビュライザー 1 チューブ等 9 9 

 小 計    259 

 

（2） 財務状況と維持管理費 

2004/2005 年におけるキシイ県病院の病院全体運営予算は、年間約 4,600 万 KShs（約

7,130 万円）である。本案件による維持管理費の増加分（本案件実施 2年目以降）は、1,300

万 KShs（約 2,015 万円）と試算されるが、これはキシイ県病院全体運営予算の 28％にあ

たる。一方、ケリチョー県病院の 2004/2005 年における病院全体運営予算は、年間約 2,290

万 KShs（約 3,550 万円）である。同様に本案件による維持管理費の増加分（本案件実施 2

年目以降）は、292 万 KShs（約 452 万円）と試算されるが、これはケリチョー県病院全体

運営予算の 13％にあたる。 

本案件実施 2 年目はケニア国の会見年度で 2009/2010 年にあたるが、2004/2005 年の病

院全体運営予算がキシイ県病院で年間 6％（2009/2010 年で 1,560 万 KShs 増＞1,300 万

KShs）、ケリチョー県病院で年間 3％（2009/2010 年で 360 万 KShs 増＞292 万 KShs）の伸

び率を確保できれば、維持管理費の増加分を確保することが可能である。なお、保健省は、

両病院で必要となる維持管理費の増加分については、その確保を約束している。 
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３－６ 協力対象事業実施に当っての留意事項 

 

1） 本プロジェクトを円滑に推進するため、プロジェクト運営委員会と技術検討委員会を保

健省、キシイ及びケリチョー県保健局、キシイ及びケリチョー県病院、その他関係機関

からのメンバーで構成し、トップダウンによるプロジェクト運営体制を構築する必要が

ある。 

 

2） 本工事のスケジュールに合わせて実施されるケニア国側工事のスケジュールを確認し、

工事遅延とならないよう調整することが重要である。 

 

① 本計画建物の着工に先立って、ケニア国側が実施する既設建物の撤去及びインフ

ラ設備の盛り替え工事、及びキシイ市内の給水事情の改善工事などについて、そ

の工事内容・期間などを再確認する。 

 

② 新築工事期間中でも病院は活動しているので、病院運営に支障をきたさない施工

計画を立てるとともに、ケニア国側予算で実施される本計画施設以外の新築／改

修工事との間でも、必要に応じて調整を図る必要がある。 

 

3） プロジェクト完成後、施設及び機材を円滑かつ有効に活用するための必要な費用・予算

の確保が、ケニア国側にとって不可欠である。 

 

4） ソフトコンポーネントを活用した短期専門家派遣による技術指導が計画されているので、

キシイ及びケリチョー県病院の施設・機材の維持管理担当スタッフを、この専門家派遣

時期に合わせてケニア国側で確定しておく必要がある。 

 

 



 

 

 

第４章 プロジェクトの妥当性の検証 



- 199 - 

第４章 プロジェクトの妥当性の検証 
 

４－１ プロジェクトの効果 

 

（1） 期待される直接効果 

本プロジェクトの実施に伴い下記のような直接効果が期待される。 

 

キシイ県病院 

① 外来診療、及び中央診療機能の集約化による医療サービス機能の向上 

現在、病院敷地内に分散配置されている老朽化した外来診療機能や中央診療機能を新

築の外来診療棟に集約し、最適な規模に整備することで、より効率的な医療サービスの

提供が可能となり、病院本来の診療機能が回復する。これにより､手術件数は 2,166 件／

年(2005 年)から､超音波検査件数は 2,453 件／年(2005 年)からそれぞれ増加する。 

 

② キシイ県病院で提供される第 2次医療サービスの向上 

我が国の無償資金協力に加え、世界銀行等による施設整備計画が進められている。こ

れらにより、キシイ県病院は本来必要とされる第 2次医療施設としての機能が充実する。

一方、キシイ県病院は、周辺の県病院からも患者を受け入れる準州立病院としても位置

付けられていることから、キシイ県のみでなく、より広範囲にわたる地域住民に適切な

第 2次医療サービスを提供することが可能となる。 

 

③ 効率的な病院運営の実現 

ソフトコンポーネント制度による技術指導により、保健省（県保健事務所含む）、キシ

イ県病院、及びケリチョー県病院に対し、それぞれの立場での施設・機材維持管理の重

要性を再認識させ、その意識に基づく適切な維持管理手法を構築することにより、効率

的な病院運営が可能となる。また、医療廃棄物処理体制を構築し、院内感染予防のみで

なく、院外に対する安全性確保を念頭に置いた病院運営が可能となる。 

 

④ 第 2次医療レベルのモデル病院 

協力対象事業の実施に加え、ケニア国独自の予算で病棟が整備される等により、キシ

イ県病院が第 2次医療施設として適正に機能することとなる。このことにより中長期的

な観点から、対象地域におけるレファラル体制の強化が期待される。加えて今後、他地

域における第 2次医療施設整備におけるモデル病院として位置づけられる。 

 

ケリチョー県病院 

① 救急診療機能の向上 

ケリチョー県病院では、一般外来部門において救急医療サービスが提供されているた

め、外来部門全体の医療サービス能力が低下している。本プロジェクトにより新築の救

急診療棟が整備されれば、重症の救急患者に対して、迅速かつ効率的な医療サービスを



- 200 - 

提供することが可能となる。これにより、外来患者数は 86,374 件／年(2005 年)から増

加する。 

 

② 第 2次医療サービスの向上 

救急診療棟、及び関連機材が整備されることにより、第 2次医療施設としての機能が

より充実するが、特に救急患者のレファラル機能が強化される。 

 

（2） 期待される間接効果 

本件プロジェクトの実施に伴い下記のような間接効果が期待される。 

 

① 教育病院機能の向上 

キシイ県病院は、キシイ県における唯一の第 2 次医療施設であることに加え、下位病

院の医療従事者等に対する研修活動の実施機関であるとともに、隣接しているケニア医

療訓練学校キシイ分校の教育病院としても機能している。従って、キシイ県病院の研修

室が整備されることにより教育の場が確保され、教育病院としての機能も向上し、対象

地域の医療レベル向上に寄与する。 

 

② 技術協力プロジェクト活動の円滑な実施 

キシイ県病院に研修室が整備され、技術協力活動のより円滑な実施が期待される。 

 

③ 財政的自立性の向上 

迅速で適切な救急医療サービスの提供が可能となり、病院運営の効率化に伴う診療費

収入の増加が見込まれるところ、病院の財政的自立性を高めることが期待される。 

 

（3） 成果指標の策定 

本プロジェクトの目標達成を示す成果指標は、対象病院における下記の数値の増加とする。 

 

キシイ県病院 

① 手術件数（2,166 件／2005 年）の増加 

既存施設においては、手術室数が 2室であるが、そのうち 1室は老朽化等により使用不

能の状態である。このような状況において、実施できなかった手術件数が、2005 年にお

いては 440 件となっている。協力対象事業の完成により、手術室が 3 室となることから、

未実施手術の実施が可能となり、手術件数が増加する。 

 

② 超音波検査件数（2,453 件／2005 年）の増加 

既存施設においては、必要室数が不足しているため、同じ部屋でＸ線検査と超音波検査

を実施しているため、患者の検査需要に満足に対応できていない状況である。協力対象事

業の完成により、それぞれ専用の部屋が整備されるため、超音波検査件数の検査件数が増

加する。 
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ケリチョー県病院 

① 外来患者数（86,374 人／2005 年：救急患者数含む）の増加 

現在、救急患者への医療サービスは、一般外来診療部門で提供されているが、協力対象

事業の完成により、独立した救急診療棟が整備される。このことにより救急患者は救急診

療棟で専用の医療サービスを受けることが可能となる。またこれにより病院全体の外来患

者数（救急患者数含む）が増加する。 

 

（詳細については別添資料の事業事前計画表(基本設計時)を参照のこと） 
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４－２ 課題・提言 

 

本プロジェクトによって整備される２つの県病院が、より円滑かつ効果的に運営され、前述の

直接的・間接的効果が発揮されるためには、さらに以下の点について改善・整備される必要があ

る。 

 

(1) キシイ県病院においては、給水事情が極めて劣悪であるところ、キシイ市全体の給水計画の

見直しにより、キシイ県病院専用の給水管の敷設が計画されている。円滑な病院運営には、

適正な給水量の供給が不可欠であるところ、病院建設スケジュール、完成時期等に留意しな

がら、ケニア側予算でタイムリーに給水工事を感性させることが重要である。 

 

(2) 運営維持管理に必要な予算の確保、医療スタッフへのトレーニングの実施により、協力対象

事業で整備される施設・機材が良好な状態で継続的に使用できるようにしておく必要がある。

また、両県病院においては、それぞれの施設の維持管理は、病院とともに各県にある公共事

業省県事務所も担当することとなっているため、必要な情報（メンテナンスマニュアル等）

は全て共有できる体制を構築することが重要である。 

 

(3) 医療機材の修理費を予算化することにより、突発的な機材の故障に迅速に対処でき、もって

医療サービスの低下を最小限に止めることが可能となる。さらに将来、耐用年数を迎えた機

材を円滑に更新できるように、機材購入のための積立金などを計画しておく必要がある。 

 

(4) 病院の健全な経営による自立的発展を実現するためにも、適切な財務・資金計画の立案や収

支状況を常に把握し、その結果を病院運営に反映させ改善していくことが重要である。 

 

(5) キシイ県病院施設の維持管理技術向上のため、ソフトコンポーネント制度を活用した技術指

導が計画されている。したがって、キシイ県病院の建築・機械設備・電気設備分野などに係

る維持管理要員に加え、公共事業省県事務所の職員等関係者においても、技術指導の実施時

期に合わせた受講準備をしておく必要がある。 
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４－３ プロジェクトの妥当性 

 

本プロジェクトを我が国の無償資金協力によって事業実施することについては、以下の事項など

から、その妥当性を有するものと判断できる。 

 

（1） 裨益対象 

キシイ県病院は唯一の第 2 次医療施設であることから、直接的な裨益対象はキシイ県の住

民（約 52 万人）となる。また同病院は、キシイ県を含む 9県で構成されるニャンザ州唯一の

第 2 次医療施設（州病院としての位置づけ）でもあることから、州内に居住する住民約 330

万人が間接的な恩恵を得ることができる。 

一方、ケリチョー県病院については、同様に県内唯一の第 2 次医療施設であることから、

直接的な裨益対象はケリチョー県の住民（約 53 万人）となるが、幹線道路での交通事故によ

る救急患者の受け入れ機関であることを考慮に入れると、その対象人口は 100 万人以上と予

測される。 

 

（2） プロジェクト目的の整合性 

キシイ県病院、及びケリチョー県病院では、それぞれの施設・機材を整備することにより、

同県内でのトップレファラル病院に相応しい医療サービスの提供が可能となる。また、両県

病院の整備は、我が国の援助方針に基づいて 1998 年に実施された「ケニア国地域保健医療シ

ステム強化計画開発調査」で示された 5 つの優先プログラムの 1 つである“県病院のリハビ

リテーション（施設改修等）実施”とも整合している。この優先プログラムには、第 1 次医

療施設の整備もその 1つにあげられているが、本件に先立ち 2001 年に我が国の無償資金協力

で地方保健センターの整備が実施されている。従って、本件が完成した後には、現在実施さ

れている我が国の技術協力プロジェクトとの相乗効果により、ケニア西部地域の保健医療シ

ステム強化が期待される。 

 

（3） 自立発展性の確保 

前述の技術協力プロジェクトとも密接な関連性を有することもあり、協力対象事業に対す

るケニア側の関心は非常に高い。本件の計画段階から実施中においても、保健省（両県事務

所含む）・両県病院などの幹部スタッフにより構成されるプロジェクト委員会の設立が合意さ

れていることから、この委員会が中心となり病院の自立発展性の持続が期待される。なお、

両県病院は保健省管轄の国立病院であるが、協力対象事業による施設と医療機材の運営・維

持管理に必要な予算措置については保健省により確約されている。 

 

（4） 施設改善の必要性 

既存のキシイ県病院は、完成後 90 年以上経過した建物もあり、厳しい気象条件等により建

物の老朽化がすすんでいることに加え、多数の新旧施設が無秩序に分散配置されている。こ

のため同一部門に集約されなければならない医療機能も分散配置されているため、医療活動

が非効率となっている。また、医療機材についても耐用年数を超えた機材が多く、使用可能

な機材数の不足も著しい状況である。 
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一方、ケリチョー県病院においては、他ドナーの援助等により、施設の整備がある程度実

施されているものの、一般外来部門で救急患者を診療しているため、極めて非効率な運営形

態となっている。 

このような状況から、本プロジェクトによって、両県病院施設を整備、改善することの必

要性は非常に高い。 
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４－４ 結論 

 

本プロジェクトの実施によって、前述のように多大な効果が期待されると同時に、ケニア西部

の広範な地域住民のニーズに合致した、より適切な医療サービスを提供できるようになることか

ら、本プロジェクトに対して、我が国の無償資金協力を実施することの妥当性が確認される。 

また、本プロジェクトの運営･維持管理についても、相手国側によって、必要な要員・予算が準

備されることが本件調査を通じて確認されていることから、この点についても問題ないと考えら

れる。 

さらに、前述（４－２課題・提言）の諸点が改善・整備されれば、本プロジェクトの実施をよ

り円滑かつ効果的に推進し得ると思料される。 
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資料１．調査団員・氏名 
 

＜基本設計調査時＞ 2006 年１月 15 日 ～ ２月 10 日 

 

No. 氏  名 担当分野 所 属 先 

1 稲村 次郎 総括 独立行政法人国際協力機構 
JICA ケニア事務所 次長 

2 小早川 隆敏 技術参与 東京女子医科大学 
教授 

3 森田 千春 計画管理 
独立行政法人国際協力機構 
無償資金協力部  
業務務第二グループ保健医療チーム 

4 井川 正博 業務主任／建築計画 株式会社日本設計 

5 富永 直樹 建築・設備設計  株式会社日本設計 

6 原田 良志 機材計画  株式会社アールコンサルタンツ 

7 松岡 昭雄 施工計画/積算 株式会社日本設計 

8 廣部 孝昌 機材調達計画/積算 株式会社アールコンサルタンツ 

9 礒部 剛久 設備設計（補強） 株式会社日本設計 

10 上村 真貴子 建築設計（補強） 株式会社日本設計 

 
 
＜基本設計調査概要説明時＞ 2006 年８月 27 日 ～ ９月９日 

 
No. 氏  名 担当分野 所 属 先 

1 徳橋 和彦 総括 独立行政法人国際協力機構 
JICA ケニア事務所 次長 

2 小早川 隆敏 技術参与 東京女子医科大学 
教授 

3 井川 正博 業務主任/建築計画 株式会社日本設計 

4 原田 良志 機材計画 株式会社アールコンサルタンツ 

5 富永 直樹 建築・設備設計（補強） 株式会社日本設計 

6 礒部 剛久 設備設計（補強） 株式会社日本設計 

 
 



資料２．調査行程 
基本設計調査日程 

日順 月/日 曜日 日     程 

1 1/15 日 
調査団員（官団員、施工計画/積算の担当団員以外） 

 成田発 →（バンコク、ドバイ）→  

2 1/16 月 
→ ナイロビ着 

JICA 事務所表敬・打合せ 

公共事業省、保健省表敬・打合せ 
3 1/17 火 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 

ナイロビ発 → ケリチョー着（陸路） 
4 1/18 水 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 

ケリチョー県病院で協議、現況施設・機材の視察 
5 1/19 木 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 

ケリチョー → キシイ（陸路、往復） 

キシイ県病院で協議、現況施設・機材の視察 6 1/20 金 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 

団内協議・資料整理 

機材調達計画/積算担当：ナイロビ発 → ケリチョー着 7 1/21 土 

官団員：成田発 →（バンコク、ドバイ）→  

官団員：ナイロビ着 

業務主任/建築計画、機材計画担当：ケリチョー発 → ナイロビ着（陸路）8 1/22 日 

団内協議資料整理 

官団員、業務主任/建築計画、機材計画担当： 

 JICA 事務所で打合せ、日本大使館表敬、保健省表敬・協議 9 1/23 月 

ケリチョー県病院、キシイ県病院で協議 

官団員、業務主任/建築計画、機材計画担当： 

 保健省で協議 

ケリチョー県病院、キシイ県病院で協議 10 1/24 火 

施工計画/積算担当：成田発 →（バンコク、ドバイ）→  

施工計画/積算担当：→ ナイロビ着  ナイロビ発 → ケリチョー着 

官団員、業務主任/建築計画、機材計画担当： 

 ナイロビ発 → ケリチョー着（陸路） 
11 1/25 水 

ケリチョー県病院、キシイ県病院で協議 

12 1/26 木 キシイ県病院で協議、類似施設調査（Sosiot 保健センター視察等） 

13 1/27 金 
ケリチョー → キシイ（陸路、往復） 

キシイ県病院で協議 

14 1/28 土 
類似施設調査（Marani 保健センター視察等） 

ケリチョー発 →（キシイ経由）→ ナイロビ着（陸路） 

15 1/29 日 団内協議（今後の現地調査方針・内容等の確認）、ミニッツ作成 



日順 月/日 曜日 日     程 

保健省で協議（ミニッツ案等） 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 16 1/30 月 

施工計画/積算担当：資材・調達調査 

保健省で協議、ミニッツ署名 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 

施工計画/積算担当：資材・調達調査 
17 1/31 火 

計画管理：ナイロビ発 →（バンコク、ドバイ）→ 

計画管理：→ 成田着 

JICA 事務所・日本大使館へ報告 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 
18 2/1 水 

施工計画/積算担当：資材・調達調査 

保健省で協議 

機材調達計画/積算担当：代理店調査 

施工計画/積算担当：工法・業者調査 
19 2/2 木 

総括、技術参与：ナイロビ発 →（バンコク、ドバイ）→ 

総括、技術参与：→ 成田着 

保健省で協議 

機材調達計画/積算担当：市場調査 
20 2/3 金 

施工計画/積算担当：工法・業者調査 

保健省で協議 

機材調達計画/積算担当：市場調査 21 2/4 土 

施工計画/積算担当：輸送・搬入調査 

22 2/5 日 テクニカルメモランダム作成、資料整理 

23 2/6 月 保健省で協議 

24 2/7 火 保健省で協議 

25 2/8 水 
保健省でテクニカルメモランダム署名 

JICA 事務所・日本大使館へ報告 

26 2/9 木 ナイロビ発 →（バンコク、ドバイ）→ 

27 2/10 金 → 成田着 

 



 

基本設計調査概要説明日程 

 

日順 月/日 曜日 日     程 

1 8/27 日 
調査団員（設備設計の担当団員以外） 

羽田発 →（関西空港経由、ドバイ）→  

2 8/28 月 
→ ナイロビ着 

JICA 事務所打合せ 

日本大使館表敬、保健省表敬・打合せ 
3 8/29 火 

設備設計担当：羽田発 →（関西空港経由、ドバイ）→  

設備設計担当：ナイロビ着 
4 8/30 水 

保健省で協議（基本設計概要書の説明） 

5 8/31 木 
ナイロビ発 → ケリチョー着（陸路） 

ケリチョー県病院で協議（基本設計概要書の説明） 

6 9/1 金 

ケリチョー発 → キシイ着（陸路） 

キシイ県病院で協議（基本設計概要書の説明） 

キシイ発 → ナイロビ着（陸路） 

7 9/2 土 保健省で協議 

8 9/3 日 団内協議、資料整理 

9 9/4 月 保健省で協議（ミニッツ案等） 

10 9/5 火 保健省で協議、ミニッツ署名 

11 9/6 水 団内協議、資料整理 

JICA 事務所・日本大使館へ報告 
12 9/7 木 

設備設計担当：ナイロビ発 →（ドバイ、関西空港経由）→ 

設備設計担当：→ 羽田着 
13 9/8 金 

ナイロビ発 →（ドバイ、関西空港経由）→ 

14 9/9 土 → 羽田着 

 

 

 

 



資料３．関係者（面会者）リスト 
 
ケニア 
 
保健省 (Ministry of Health) 
 Dr. Hezron O. Nyangito Permanent Secretary, Ministry of Health （事務次官） 
 Dr. J. Kibaru Head, Division of Reproductive Health （ﾘﾌﾟﾗﾀﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾍﾙｽ部部長）

 Dr. F.M. Kimani Deputy Director, Medical Service （医療サービス部副部長） 
 Eng. Martin Owino Head, Medical Engineering Division （医用工学部長） 
 Mr. Joel Gitonga Public Health Officer （公衆衛生官） 
   

財務省 (Ministry of Finance) 
 Mr. Joseph K. Kinyua Permanent Secretary, Ministry of Finance （事務次官） 
   

ニャンザ州保健局 (Nyanza Provincial Medical Office) 
 Dr. J.O. Gesami Provincial Medical Officer Provincial Nyanza （州保健局長） 
   

キシイセントラル県保健局 (Kisii District Medical Office) 
 Dr. E.S. Abunga  District Medical Officer of Health （県保健局長） 
 Mr. James Amenya District Health Administrative Officer （県保健事務官） 
 

Ms. Mary M. Mosoti District Health Record and Information Officer （県病歴管理・情報

官） 
 Mr. Christine B. Momanyi District Public Health Nurse （県公衆衛生看護師） 
 Mr. Francis Makau District Public Health Officer （県公衆衛生官） 
 Mr. James N. Kirwa District Hospital Educational Officer （県病院教育官） 
 Mr. Dominic Otieno District Medical Engineering Technologist （県医用工学技師） 
 Mr. Joseph Morema  District Clinical Officer （県準医師） 
   
公共事業省、キシイ県事務所 (Kisii District Office, Ministry of Public Works) 
 Eng. J.W. Kiragu District Works Officer （県事務所長） 
 Mr. J.O. Maoncha DEO, MORPW （県技師） 
 Mr.Jeff Oguta Ag. District Architect （県建築技師代理） 
   
キシイ県病院 (Kisii District Hospital) 
 Dr. Wycliffe N. Mogoa Medical Superintendent （病院長） 
 Mr. George Kabongah Health Service Accountant （医療サービス会計課長） 
 Ms. Teresa Nyagwoko Ag. Nursing Officer I/C （看護師長代理） 
 Ms. Moraa A. Monayo Nursing Officer I/C （看護師長） 
 Ms. Roselyne.C. Mboin Health Records & Information Officer （病歴管理・情報官） 
 Mr. Joyce Atinda Nutrition Officer （栄養管理官） 
 Dr. Njoroge Muhoho E.N.T Surgeon （耳鼻咽喉科外科医） 
 Mr. Charlesth Nyakoria Senior Radiographer （上級放射線技師） 
 Ms. Zakayo N. Momanyi Nurse （看護師） 
 Mr. A. Maobe Division of Vector Borne Diseases （媒介疾患部） 
 Dr. Linus Wafula Pharmacist （薬剤師） 



 Mr. Henry Sendora Lab. Technologist （検査技師） 
 Mr. Strals W. Naina Environmental Health Dept. （環境衛生部） 
   
リフトバレー州保健局 (Rift Valley Provincial Medical Office) 
 Dr. Ambrose Misore Provincial Medical Officer Provincial Rift Valley （州保健局長） 
   
ケリチョー県保健局 (Kericho District Medical Office) 
 Dr. Kemboi C.K District Medical Officer of Health （県保健局長） 
 Nickson Chepkwony Public Health Officer （公衆衛生官） 
   
公共事業省、ケリチョー県事務所 (Kericho District Office, Ministry of Public works) 
 Mr. Jahonga M.A Ministry of Public Works Kericho （公共事業省ケリチョー支所） 
   
ケリチョー県病院 (Kericho District Hospital) 
 Dr. Betty Langat Medical Superintendent （院長） 
 Ms. Maru Jane Nursing Officer I/C （看護師長） 
 Mr. Richard Chepkwony Health Records （病歴管理係） 
 Mr. P.M. Ikua Occupational Therapist （作業療法師） 
 Mr. Yego Kirwa Clinical Officer （準医師） 
 Ms. Hillary K. Kirui Physiotherapist （理学療法師） 
 Dr. Josphat Samoei Pharmacist （薬剤師） 
 Mr. Erick Koech Med. Lab. Techno （検査技師） 
 Mr. Vitalis.O. Sewe Inspector Electrical （電気検査技師） 
 Mr. George Owiti Radiographer/ Sonographer （放射線/超音波検査技師） 
 Mr. Kipkemoi Tum Hospital Maintenance Unit （病院維持管理部） 
   

グチャ県病院 (Gucha District Hospital) 
 Mr.Erasto Omuuega Public Health Officer （公衆衛生官） 
 Mr.Paul Nyamiobo Nursing Officer I/C （看護師長） 
 Mr.Wilfred Mose Nursing Officer （看護師） 
   

ソシオットヘルスセンター (Sosiot Health Centre) 
 Julia Munyendo Clinical Officer I/C （準医師/院長） 
   

ケニア中央医学研究所 (KEMRI) 
 Dr.Davy D.Koech Director （所長） 
 
 
日本側関係者 
 
在ケニア日本国大使館 

 宮村 智 特命全権大使 

 大石 智弘 一等書記官 

   



JICA ケニア事務所 

 狩野 良昭 ケニア事務所 所長 

 稲村 次郎 ケニア事務所 次長 

 徳橋 和彦 ケニア事務所 次長 

 五十嵐 裕美子 ケニア事務所 企画調査員  

 Willie Nyambati ケニア事務所 保健医療担当 

   

HANDS（ケニア西部地域保健医療サービス向上プロジェクト） 

 島本 護 チーフアドバイザー 

 藤田 直子 テクニカルアドバイザー 

 千葉 洋子 テクニカルアドバイザー 

 

 



 

   資料４．討議議事録（M/D） 

    ＜基本設計調査時＞ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

    ＜基本設計調査概要説明時＞ 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



資料５．事業事前計画表（基本設計時） 

1. 案件名 

ケニア共和国 西部地域県保健システム強化計画 

2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け） 

ケニア共和国（以下「ケニア国」という）はソマリア国、ウガンダ国、タンザニア国、エチオピ

ア国及びスーダン国に囲まれた東部アフリカ地域の共和制国家で、1963 年に英国から独立した。そ

の面積は 58.3 万平方キロメートル（我が国の約 1.5 倍）、人口は約 3,240 万人（2004 年）、１人あた

り GNI（国民総所得）は 460 米ドル（2004 年）である。 

ケニア国の保健セクターについては、妊産婦死亡率が出生十万対 1,000（2003 年）、乳児死亡率が

出生千対 78（2003 年）である等、主要な保健指標は東部アフリカ地域の周辺国と同様、世界で最も

劣悪なレベルである。中でもウガンダ国及びタンザニア国と接したケニア西部地域は、マラリア、

結核、麻疹、HIV/AIDS 等の感染症が蔓延している地域であり、特にニャンザ州では乳児死亡率が出

生千対 133（2003 年）と全国で最も劣悪な州となっている。 

このような状況を改善すべく、ケニア国政府は 1999 年に「国家保健医療政策（1999-2004）」を策

定し、保健セクターにおける地方への権限委譲、人員の適正配置等を重点課題として掲げ、世界銀

行、米国、我が国等の支援の下で特に県レベル以下のレファラル体制の構築を通じた地域保健医療

サービスの向上を目指した各種計画を推進している。 

我が国は、対ケニア国の国別援助計画において「貧困層に裨益する経済・社会開発」を開発課題

として、また、国別事業実施計画において「保健医療」を協力重点分野として位置付け、中央レベ

ルの高度医療機関の機能強化及び地域保健医療サービスの向上に係る様々な取組みを実施してき

た。特に西部地域に対しては、1998 年に開発調査「地域保健医療システム強化計画調査」によりケ

ニア国側と作成した地域保健医療サービス体制改善マスタープランに基づき、2001 年には無償資金

協力「西部地域保健センター整備計画」を実施し、2005 年からは技術協力プロジェクト「西部地域

保健医療サービス向上プロジェクト」により保健センターの運営管理機能の強化、妊産婦ケアサー

ビスの向上に向けた諸活動を実施している。その結果、第 1 次医療機関が提供する保健医療サービ

スの向上については一定の成果を発現し始めている一方、第 2 次医療機関である県病院については

依然として施設・機材の老朽化が激しく、県レベルのトップレファラル機関として十分に機能して

いない状況である。 

このような状況の下、ケニア国政府は、2004 年に西部地域における県レベルの保健医療サービス

の拠点であるニャンザ州キシイ県病院及びリフトバレー州ケリチョー県病院に対する施設・機材の

整備を通じ、両県病院の機能を強化するとともに、これらが提供する保健医療サービスを向上させ

ることを目的とした無償資金協力案件を我が国に対して要請した。 

3. プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標 

キシイ県病院及びケリチョー県病院において保健医療サービスが改善される 

《裨益対象の範囲及び規模について》 

ケニア国ニャンザ州キシイ県住民（約 52 万人）及びケリチョー県住民（約 53 万人）と 

その近隣地域住民（約 400 万人）の合計約 500 万人 



(2) プロジェクト全体計画の成果 

施設・機材が整備・調達される  

(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

ア 施設を整備する 

イ 機材を調達する 

ウ 技術指導（施設・機材維持管理、院内感染予防等）を実施する  

エ 上記施設・設備を使用して医療活動を実施する 

(4) 投入（インプット） 

ア 日本側(＝本案件)：無償資金協力 13.50 億円 

（連携技術協力プロジェクト：ケニア国西部地域保健医療サービス向上プロジェクト） 

イ 相手国側 

（ア） 本無償資金協力案件の実施に係わる負担額：0.38 億円 

（イ） 本無償資金協力案件対象施設の改修後の維持管理経費：年平均 0.24 億円 

(5) 実施体制 

主管官庁：ケニア国保健省 

実施機関：キシイ県病院及びケリチョー県病院 

4. 無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 

ケニア国ニャンザ州キシイ県及びリフトバレー州ケリチョー県 

(2) 概要 

① キシイ県病院における外来診療棟、関連施設及びケリチョー県病院における救急診療棟、関

連施設の建設 

② 上記施設及び既存施設に対する関連機材の調達 

③ キシイ県病院及びケリチョー県病院を対象とした維持管理システム、医療廃棄物処理システ

ム等に関する技術指導 

(3) 相手国側負担事項 

① 既存ゲート及び道路の移設（キシイ県病院のみ） 

② 既存施設の解体および移転 

③ 建設予定地の造成・整地 

④ 給水設備の整備（キシイ県病院のみ） 

⑤ インフラの整備 

⑥ 本計画病院への移転 

⑦ その他（塀、柵、ブラインド、一般家具等） 

(4) 概算事業費 

概算事業費：13.50 億円（無償資金協力 13.12 億円、ケニア国側負担 0.38 億円） 

(5) 工期 

詳細設計・入札期間を含め約 13 ヶ月（予定） 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

検査系や感染系等の特殊排水は中和・滅菌槽にて適切な処理を行う。 

医療廃棄物は一般ごみと分別し、ごみ焼却炉にて適切な処理を行う。 



5. 外部要因リスク 

ケニア国内の政情・治安が悪化しない。 

6. 過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし 

7. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 

キシイ県病院 

①手術件数（2,166 件／2005 年）の増加 

手術室が 3室（現状稼動は 1室）となり手術件数が増加する。 

②超音波検査件数（2,453 件／2005 年）の増加 

超音波検査室が整備され検査件数が増加する。 

 

項  目 2005（実施前） 2010（施設完成後）

 手術件数の増加 2,166 件/年 増加する 

 超音波検査件数の増加 2,453 件/年 増加する 

*手術件数には、中絶手術および帝王切開手術を含む。 

 

なお、キシイ県病院は、協力対象事業により、外来診療、中央診療機能が整備され、本来の第 2

次医療レベルの機能回復が可能となる。また、先に日本の無償援助で整備された保健センター（第

1 次医療施設）との連携により、医療レファレル体制が改善されればキシイ県病院での外来患者

の集中緩和も期待される。 

 

ケリチョー県病院 

①外来患者数（86,374 人／2005 年：救急患者数含む）の増加 

協力対象事業では、現在一般外来診療棟で対応している救急患者のため専用の救急診療棟を整備

することから、成果指標としては外来患者数（救急患者数含む）の増加が期待される。 

 

項  目 2005（実施前） 2010（施設完成後）

外来患者数の増加 86,374 件/年 増加する 

 

(2) その他の成果指標 

特になし 

(3) 評価のタイミング 

施設完工および機材据付完了以降（2010 年以降） 

 

 

 

 

  



資料６．参考資料／入手資料リスト 

 

番号 名     称 形態
オリジナル

／コピー 言語 発行機関（収集先） 発行日 

保健省関連、共通資料 

1 The Second National Health Sector 
Strategic Plan of Kenya 印刷 コピー 英語 保健省（同左） 06/2005 

2 Building Code 印刷 オリジナル 英語 ケニア政府（保健省） 1997 

3 Sessional Paper No.6 of 1999 
On Environment and Development 印刷 オリジナル 英語 環境保護省（保健省） 1999 

4 Kenya Gazette Supplement,acts 2002 印刷 オリジナル 英語 ケニア政府（保健省） 2002 

5 General Specification for Building 
Works 印刷 コピー 英語 公共事業省（保健省） 1976 

キシイ県病院関連 

6 Kisii Central,District Development Plan 
2002-2008 印刷 オリジナル 英語 財務省（キシイ県病

院） 
2002 

7 Hydrogeological Suevey Report 印刷 コピー 英語 キシイ県病院（同左） 2006 

ケリチョー県病院関連 

8 Kericho,District Development Plan 
1997-2001 印刷 オリジナル 英語 計画開発省（ケリチ

ョー県病院） 
1997 

9 Kericho,District Development Plan 
2002-2008 印刷 オリジナル 英語 財務省（ケリチョー

県病院） 
2002 

気象関連 

10 Metororogical Report in Kericho 
 

手 書

き オリジナル 英語 ケリチョー県気象庁

（同左） 
2006 

11 Metororogical Report in Kisii 
 印刷 コピー 英語 ケニア気象庁（同左） 2006 

インフラ関連 

12 
Report of Bacteriological Examination 
of Water in Kkericho 
 

印刷 コピー 英語 中央試験研究所

（水・灌漑省）  
2006 

13 
Report of Bacteriological Examination 
of Water in Kisii 
 

印刷 コピー 英語 中央試験研究所

（水・灌漑省）  
2006 

14 
Draft Regulations and Standards for 
waste management 
 

印刷 コピー 英語 
国立環境研究所（資

源エネルギー・環境

省） 
2004 
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